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第９回 栗原地域合併協議会

（ ）日 時 平成１５年１２月１１日 木
午後２時００分

場 所 金成町けやき会館

会 議 次 第

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 挨 拶

４ 会議録署名委員の指名

５ 協議事項

協議第２８号 商工観光関係事業について

協議第２９号 保育事業について

協議第３０号 保健関係事業について

協議第３１号 第３セクター等の取扱いについて
協議第３２号 地域交通事業の取扱いについて

協議第３３号 国際交流事業について

６ 提案事項

協議第６号の２ 新市の名称について

協議第３４号 財産の取扱いについて

協議第３５号 農林水産関係事業（その１）について

協議第３６号 一般職の職員の身分の取扱いについて

７ そ の 他

８ 閉 会



栗 原 地 域 合 併 協 議 会 委 員

平成15年12月1日現在

№ 役　職 氏　　　名 区　　　分 備　　　　　考

1 会  長 菅
すが

　原
わら

　 郁
い く

　夫
お

第７条第１項第１号 若柳町長

2 副会長 千
ち

　葉
ば

　 德
のり

　穗
お

　　　　　 〃 築館町長

3 〃 佐々木
さ さ き

　 幸
こ う

　一
いち

第７条第１項第２号 瀬峰町議会議長

4 委  員 大
おお

　関
せき

　 健
けん

　一
いち

第７条第１項第１号 栗駒町長

5 〃 中
なか

　嶋
じま

　 次
つぎ

　男
お

　　　　　 〃 高清水町長

6 〃 佐
さ

　藤
と う

　 覚
かく

次
じ

郎
ろ う

　　　　　 〃 一迫町長

7 〃 山
やま

　田
だ

　 悦
えつ

　郎
ろ う

　　　　　 〃 瀬峰町長

8 〃 葛
くず

　岡
おか

　 重
しげ

　利
と し

　　　　　 〃 鶯沢町長

9 〃 佐
さ

　藤
と う

　 小
こ

弥
や

太
た

　　　　　 〃 金成町長

10 〃 鹿
か

　野
の

　 清
せい

　一
いち

　　　　　 〃 志波姫町長

11 〃 佐
さ

　藤
と う

　 千
ち

　昭
あき

　　　　　 〃 花山村長

12 〃 鈴
すず

　木
き

　　　 守
まもる

第７条第１項第２号 築館町議会議長

13 〃 高
たか

　橋
はし

　 義
よし

　雄
お

　　　　　 〃 若柳町議会議長

14 〃 千
ち

　葉
ば

　　　 久
ひさし

　　　　　 〃 栗駒町議会議長

15 〃 太
だ

　齋
さい

　 俊
とし

　夫
お

　　　　　 〃 高清水町議会議長

16 〃 石
いし

　川
かわ

　 憲
のり

　昭
あき

　　　　　 〃 一迫町議会議長

17 〃 大
おお

　内
う ち

　　　 朗
あきら

　　　　　 〃 鶯沢町議会議長

18 〃 小
こ

　岩
いわ

　 誠
せい

　二
じ

　　　　　 〃 金成町議会議長

19 〃 菅
すが

　原
わら

  　　 佑
たすく

　　　　　 〃 志波姫町議会議長

20 〃 中
ちゅう

　鉢
ばち

　 泰
たい

　一
いち

　　　　　 〃 花山村議会議長

21 〃 石
いし

　川
かわ

　 正
しょう

　運
うん

　　　　　 〃 築館町議会議員

22 〃 加
か

　藤
と う

　 雄
ゆう

八
はち

郎
ろ う

　　　　　 〃 若柳町議会副議長

23 〃 千
ち

　葉
ば

　 伍
ご

　郎
ろ う

　　　　　 〃 栗駒町議会議員

24 〃 佐
さ

　藤
とう

　 幸
ゆき

　生
お

　　　　　 〃 高清水町議会議員

25 〃 佐
さ

　藤
と う

　 重
しげ

　美
よし

　　　　　 〃 一迫町議会議員

26 〃 佐々木
さ さ き

　 幸
ゆき

　男
お

　　　　　 〃 瀬峰町議会副議長

27 〃 菅
すが

　原
わら

　　　 登
みのる

　　　　　 〃 鶯沢町議会副議長



栗 原 地 域 合 併 協 議 会 委 員

平成15年12月1日現在

№ 役　職 氏　　　名 区　　　分 備　　　　　考

28 委  員 高
たか

　橋
はし

　 光
みつ

　治
はる

第７条第１項第２号 金成町議会議員

29 〃 遠
えん

　藤
どう

　　　 實
みのる

　　　　　 〃 志波姫町議会副議長

30 〃 茂
も

　泉
いずみ

　 文
ふみ

　男
お

　　　　　 〃 花山村議会議員

31 〃 長谷川
は せ が わ

　 厚
あつ

　子
こ

第７条第１項第３号 学識経験委員（築館町）

32 〃 白
しろ

　鳥
と り

　 英
ひで

　敏
と し

　　　　　 〃 　　　　〃

33 〃 三
み

　浦
う ら

　 徹
てつ

　也
や

　　　　　 〃 学識経験委員（若柳町）

34 〃 中
なか

　嶋
じま

　 太
た

　一
いち

　　　　　 〃 　　　　〃

35 〃 高
たか

　橋
はし

　 伸
のぶ

　幸
ゆき

　　　　　 〃 学識経験委員（栗駒町）

36 〃 佐
さ

  藤
とう

   多
た

惠
え

子
こ

　　　　　 〃 　　　　〃

37 〃 武
たけ

　田
だ

　 正
まさ

　道
みち

〃 学識経験委員（高清水町）

38 〃 海
え

老
び

田
た

　 慶
けい

　子
こ

〃 　　　　〃

39 〃 白
しろ

　鳥
と り

　 文
ふみ

　雄
お

　　　　　 〃 学識経験委員（一迫町）

40 〃 山
やま

　村
むら

　 喜久夫
き く お

　　　　　 〃 　　　　〃

41 〃 佐々木
さ さ き

　 昭
あき

　雄
お

　　　　　 〃 学識経験委員（瀬峰町）

42 〃 津
つ

　藤
と う

　 國
くに

　男
お

　　　　　 〃 　　　　〃

43 〃 須
す

　藤
どう

　　　 茂
しげる

　　　　　 〃 学識経験委員（鶯沢町）

44 〃 伊
い

　藤
と う

　 竹
たけ

　志
し

　　　　　 〃 　　　　〃

45 〃 後
ご

　藤
と う

　 和
かず

　廣
ひろ

　　　　　 〃 学識経験委員（金成町）

46 〃 飯
いい

   田
だ

      明
あきら

　　　　　 〃 　　　　〃

47 〃 白
しろ

　鳥
と り

　 一
かず

　彦
ひこ

　　　　　 〃 学識経験委員（志波姫町）

48 〃 千
ち

　葉
ば

　 和
かず

　恵
え

　　　　　 〃 　　　　〃

49 〃 中
なか

　條
じょう

　 彦
ひこ

　登
と

　　　　　 〃 学識経験委員（花山村）

50 〃 佐
さ

　藤
と う

　 利
と し

　郎
ろ う

　　　　　 〃 　　　　〃

51 〃 藤
ふじ

　橋
はし

　 俊
しゅん

　五
ご

　　　　　 〃 宮城県築館地方県事務所長

52 〃 鈴
すず

　木
き

　 国
くに

　雄
お

　　　　　 〃 宮城県総務部副参事

1 監査委員 菅
すが

　原
わら

　 貞
さだ

　夫
お

第１７条第１項 金成町代表監査委員

2 〃 菅
すが

　原
わら

　 正
まさ

　晃
あき

　　　　　 〃 若柳町代表監査委員



小委員会委員名簿（平成 15 年 12 月 1 日現在） 
 

１）「新市の事務所の位置等検討小委員会」委員名簿 
区  分 区  分   

第７条第１項第２号（議会議員） 
 

第７条第１項第 3 号（学経委員） 
1 鈴 木    守（議長） 築館 11 白 鳥 英 敏（学経） 築館 
2 加 藤  雄八郎（議員） 若柳 12 中 嶋 太 一（学経） 若柳 
3 千 葉 伍 郎（議員） 栗駒 13 高 橋 伸 幸（学経） 栗駒 
4 太 齋  俊 夫（議長） 高清水 14 武 田 正 道（学経） 高清水 
5 石 川 憲 昭（議長） 一迫 15 山 村 喜久夫（学経） 一迫 
6 佐々木 幸 一（議長） 瀬峰 16 津 藤 國 男（学経） 瀬峰 
7 大 内    朗（議長） 鶯沢 17 伊 藤 竹 志（学経） 鶯沢 
8 小 岩  誠 二（議長） 金成 18 飯 田   明（学経） 金成 
9 菅 原    佑（議長） 志波姫 19 千 葉 和 恵（学経） 志波姫 

10 中 鉢  泰 一（議長） 花山 20 佐 藤 利 郎（学経） 花山 
◎委員長／鈴木 守    ○副委員長／飯田 明 
 
２）「議会議員の定数及び任期等検討小委員会」委員名簿 

区  分 区  分  
第７条第１項第２号（議会議員） 

 
第７条第１項第 3 号（学経委員） 

1 石 川 正 運（議員） 築館 11 長谷川 厚 子（学経） 築館 
2 高 橋  義 雄（議長） 若柳 12 三 浦 徹 也（学経） 若柳 
3 千 葉  伍 郎（議員） 栗駒 13 佐 藤 多惠子（学経) 栗駒 
4 佐 藤  幸 生（議員） 高清水 14 海老田 慶 子（学経） 高清水 
5 佐 藤 重 美（議員） 一迫 15 白 鳥 文 雄（学経) 一迫 
6 佐々木 幸 男（議員） 瀬峰 16 津 藤 國 男（学経） 瀬峰 
7 菅 原     登（議員） 鶯沢 17 須 藤   茂（学経） 鶯沢 
8 高 橋  光 治（議員） 金成 18 後 藤 和 廣（学経） 金成 
9 遠 藤    實（議員） 志波姫 19 白 鳥 一 彦（学経） 志波姫 

10 茂 泉  文 男（議員） 花山 20 中 條 彦 登（学経） 花山 
◎委員長／高橋 義雄   ○副委員長／白鳥 一彦 



協議第６号の２ 
 

新市の名称について 
 
 新市の名称について、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１２月１１日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

新市の名称について 
 

 新市の名称は、       市（       し）とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



 

 

新市の名称検討小委員会報告書 
 

 

  平成１５年８月２８日の第３回栗原地域合併協議会において付託決定された 
新市の名称の第一次選定について、下記のとおり報告します。 

 

                    記 

 

        新市の名称の第一次選定結果：以下のとおり 
 
 
                          
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原地域合併協議会 

会長 菅 原 郁 夫 殿 

 

 

                      平成１５年１２月５日報告 

 

                      栗原地域合併協議会 

                      新市の名称検討小委員会 
委員長 白 鳥 文 雄 

 

新市の名称候補 ふ り が な 

 北 宮 城 市  きたみやぎし 

 くりこま高原市  くりこまこうげんし 

 栗 原 市  く り は ら し 

 くりはら市  く り は ら し 

 す ば る 市  す ば る し 

（ふりがな５０音順） 



    新市の名称検討小委員会の協議経過報告書 
 
１．新市の名称検討小委員会の設置 
  栗原地域合併協議会の小委員会として、「新市の名称検討小委員会」が設置され

た。設置年月日、目的、付託事項等は下記のとおりである。 
 
(1)名     称   新市の名称検討小委員会 

(2)設置年月日  平成１５年９月１１日 

(3)目   的  新市の名称の第一次選定 

(4)付 託 事 項   新市の名称募集要項に基づき応募された全応募作品の中から、 

新市の名称としてふさわしいと考えられる名称を５種類程度 

選定する 

(5)委 員 数  学識経験者１０名 

(6)委 員 名 簿 

氏  名 区  分 備  考 
長谷川 厚 子 第 7 条第 1 項第 3 号 学識経験委員（築館） 
三 浦 徹 也 〃 〃   （若柳） 
佐 藤 多惠子 〃 〃   （栗駒） 
海老田 慶 子 〃 〃   （高清水） 
白 鳥 文 雄 〃 〃   （一迫） 
津 藤 國 男 〃 〃   （瀬峰） 
須  藤   茂 〃 〃   （鶯沢） 
後 藤 和 廣 〃 〃   （金成） 
白 鳥 一 彦 〃 〃   （志波姫） 
中 條 彦 登 〃 〃   （花山） 

 
 
２．新市の名称検討小委員会の開催概要 
第１回新市の名称検討小委員会 
 １日  時 平成１５年９月２１日（日） 

午後２時３０分開会 午後４時１７分閉会 
 ２場  所 築館町役場 ２階講堂 
 ３出 席 者 小委員会委員９名、欠席委員１名 
       協議会長 
       事務局６名 

４協議経過 
 (1)役員の選出 



  協議の結果、小委員会委員長に一迫町の白鳥文雄委員、副委員長に築館町の 

長谷川厚子委員を選出。 
 

  (2)新市名称候補の選定基準等の確認 

    新市名称候補の選定基準、選定方法、小委員会での具体的な選定手順などに 

ついて事務局より説明があり、その後各委員から以下の質疑があった。 

     ・募集についての県外に対してはどのようにするのか 

     ・同一人の同一名称への応募確認方法はどうするのか 

     ・長すぎる名称についての限度はどのくらいか 

     ・小委員会で選定外となった応募者には連絡するのか 

     ・小委員会から協議会へは、選定の理由も添えて提出するのか 

     ・栗原地域出身の有名人を特別委員として選定時に加えることはできな 

いのか 
     

これらについては、事務局からそれぞれ再度説明を受け委員相互において 

確認した。 
        

(3)今後のスケジュールの確認 

    今後のスケジュールについて以下のとおり各委員で確認した。 

     項       目   期 日 等 摘要 

名称募集の開始 ９月２０日（日） 確定 

名称募集の締切 １０月３１日（金） 確定 

応募作品一覧表・選定用紙を小委員会各委員に配布 １１月１４日（金） 予定 

小委員会委員各自５点を選定し事務局へ報告 １１月２５日（火）  〃 

第２回新市の名称検討小委員会 １２月 ２日（火）  〃 

小委員会で絞り込んだ５点程度を協議会長に報告 １２月 ４日（木）  〃 

町村長会議に報告 １２月 ４日（木）  〃 

合併協議会において、新市の名称を決定 １２月１１日（木） 

１２月２５日（木） 

  

 〃 

 

 

 
第２回新市の名称検討小委員会 
 １日  時 平成１５年１２月５日（金） 

午前１０時００分開会 午前１１時１６分閉会 
 ２場  所 築館合同庁舎 第５会議室 



 ３出 席 者 小委員会委員１０名、欠席委員なし 
       事務局６名 
４協議経過 
 (1)新市名称の公募結果について 

   公募の結果、応募総数１,７８４件（うち有効件数１,７２６件）有効分に 

おける名称の種類数５２０種類、住所別・年代別・男女別・応募方法別の 

件数について事務局より報告があった。（内訳については別紙資料を参照） 
        

(2)新市の名称候補の検討 

     新市名称候補の選定基準、選定方法、小委員会での選定手順に基づき、 

小委員会委員から各自５点を事務局に提出した集計結果について事務局 

より説明があり、その後各委員で協議した。（集計結果は以下のとおり） 

名 称 候 補 案 ふ り が な 名 称 候 補 案 ふ り が な 

栗原市 くりはらし 栗原市 くりばらし 

くりはら市 くりはらし 栗原中央市 くりはらちゅうおうし

北宮城市 きたみやぎし 栗穂市 くりほし 

くりこま高原市 くりこまこうげんし 栗未来市 くりみらいし 

駒形市 こまがたし 伊治市 これはるし 

新栗原市 しんくりはらし 白鳥市 しらとりし 

仙北市 せんぽくし すばる市 すばるし 

栗峰市 りっぽうし 十和市 とうわし 

くりこま市 くりこまし 東栗駒市 ひがしくりこまし 

栗駒高原市 くりこまこうげんし みちのく市 みちのくし 

栗十市 くりとし みどり市 みどりし 

くり原市 くりはらし 宮城栗原市 みやぎくりはらし 

 

   これらの中から、小委員会として５点程度に絞ることを委員相互において確認 

し、直ちに絞り込みを行なった。 

   絞り込みを行う中で出された各委員の意見等については以下のとおりである。 

    ・「栗原市」「くりはら市」については各委員候補案のほとんどに入っており、 

１０町村共通してなじみ深く親しみやすいという点で、５点程度の中に入 

れてよいのではないか。 

また、「くり原市」については両方を併せた表記であるが、現在使われて 

いる表記の例からして、漢字またはひらがなのどちらかに統一した方がよ 

く、今回は除外してよいのではないか。 



    ・「栗原市（くりはらし）」「栗原市（くりばらし）」については漢字の表記が 

同じであるが読みが違う。一般的には「原」という字は「はら」と発音さ 

れ、栗原地域の住民の皆さんも大抵「栗原」を「くりはら」と発音してい 

ることから、「栗原市（くりばらし）」は今回除外してよいのではないか。 

    ・「北宮城市」は候補案とした委員が複数名あり、またその言葉の持つ地域 

性や、より壮大なイメージが感じ取れ、全国的にも通用し得るものとして 

５点程度の中に入れてよいのではないか。 

    ・「くりこま高原市」についても候補案とした委員が複数名あり、また、新 

幹線の駅名にも使用され全国的に知られており、新市の観光面などでの効 

果も考え得ることから、５点程度の中に入れてよいのではないか。 

また、「栗駒高原市」については読みは同じでも漢字表記であることから、 

今回は除外してよいのではないか。 

    ・「駒形市」「栗峰市」はいずれも候補案とした委員が複数名あるが、その言 

葉の持つイメージや、知名度という点から考えると、５点程度の中に入れ 

るほどではなく、今回は除外してよいのではないか。 

    ・「新栗原市」「栗原中央市」については、合併したての頃はよいが、未来永 

劫使えるかといえば疑問。また、「栗原市」が実在して「新栗原市」や「栗 

原中央市」であれば分かるが、実在しない中での「新栗原市」「栗原中央 

市」は除外してよいのではないか。 

    ・「仙北市」「みちのく市」「みどり市」については、現在他の合併協議会で 

も名称募集している中の候補作品として上がっており、候補案とした委員 

が１人ずつであることからも、今回は除外してよいのではないか。 

    ・「栗十市」「栗穂市」「栗未来市」「宮城栗原市」「十和市」についてはその 

言葉の持つイメージや、知名度という点から考えると、５点程度の中に入 

れるほどではなく、今回は除外してよいのではないか。 

    ・「白鳥市」については、白鳥（はくちょう）の持つ高貴、飛翔、清廉をイ 

メージさせるが、読みが「はくちょう」「しろとり」「しらとり」など複数 

あり、使う側にとって混乱する恐れもあることから、今回は除外してよい 

のではないか。 

    ・「くりこま市」「東栗駒市」については、合併した場合に旧町村名である栗 

駒町の「くりこま」「栗駒」が入ることとなり、対等合併という観点から 

１０町村の住民の皆さんが共通して使っていく際に、感情的なものが残ら 

ないよう、今回は除外してよいのではないか。 

     また、「くりこま高原市」についても「くりこま」が入っているが、固有 

名詞である駅名として使われており、「くりこま市」「東栗駒市」と比べ、 

より広い範囲・地域を連想させるものであり、５点程度に入れてよいので 

はないか。 



    ・「伊治市（これはるし）」については、歴史的な意味はあるものの、読みが 

特殊で「伊治市（いじし）」とも読めるため、使う側にとって混乱する恐 

れもあることから、今回は除外してよいのではないか。 

    ・「すばる市」については、応募の理由に「１０個の自ら輝きを放つ恒星の 

集まりであり、あたかも栗原地域１０町村の集合体にも類似し、未来永劫 

輝き続けるようにとの切なる願い」とあり、その言葉の持つ壮大なイメー 

ジや、知名度、名称そのものが与える「夢」がある、という点から考えて 

今回５点程度の中に入れてよいのではないか。 

 

これらの意見等を踏まえ協議を行った結果、最終的に以下の５点を新市の名称 

検討小委員会における新市の名称第一次選定結果として決定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 上記５点の小委員会における選定理由は別紙資料のとおり。 
 
 

以上、栗原地域合併協議会 新市の名称検討小委員会における 

協議経過報告といたします。 

新市の名称候補 ふ り が な 

 北 宮 城 市  きたみやぎし 

 くりこま高原市  くりこまこうげんし 

 栗 原 市  く り は ら し 

 くりはら市  く り は ら し 

 す ば る 市  す ば る し 

（ふりがな５０音順） 



                       

  
          新市の名称検討小委員会における 

新市の名称の第一次選定結果     （ふりがな５０音順） 
 

新市名称候補 ふ り が な 小委員会としての選定理由 

北宮城市 

 

 

 

きたみやぎし 

 

 

 

 

・宮城県の北にある市と言うことで、全国の人が地理的にイメー 

 ジしやすいのではないか 

・宮城県の北の市（まち）に名称として判り易い 

・宮城県の北にあり北部を代表する市になってもらうスケールが 

大きい 

くりこま高原市 

 

 

 

 

 

くりこまこうげんし 

 

 

 

 

 

・新幹線の駅名で、全国的に知られている 

・新幹線の駅名と同じだと全国的に分かりやすい 

・栗原郡にあるただ１つの駅名にちなむ 

・新幹線駅名と同じ名称は、新市にＰＲ・観光の面で期待できる 

・栗駒山、栗駒国定公園の“くりこま”の名を残し、栗原のシンボ

ルの栗駒山をアピールできる 

栗原市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くりはらし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・栗原郡１０ヶ町村の合併である 

・栗原郡１０ヶ町村で最初にくるものはやはり栗原という名称だ 

と思うから 

・１０ヶ町村統一された最もふさわしい名前 

・１０ヶ町村全てが栗原郡なので、慣れ親しんだ名称だから 

・１０ヶ町村共通してなじみの名称 

・なじみ深く親しみやすい 

・なじみ深い名 

・愛着がある名 

・一番親しみやすい言葉であるから 

・親しみと愛着を感ずることと、郡民が一体となって合併の大事 

業を成功させるため 

・栗原地域に在住する人々が長い間親しんできたなじみやすい歴 

史ある名称 

・昔から親しまれてきた栗原をなくさないため 

・歴史的な郡名から「栗原」の２文字を残したい 

・古来より伝わりし「栗原の荘」 

・秀峰栗駒山に抱かれた豊かで広い耕土、この大地栗原から私たち

は多くの恵みを受けてきた。いま１０町村が合併するにあたり後

世に残す新しい市の名称として相応しい 

・栗原郡の名称を残し私たちの子孫にも「栗原」を使ってもらいた

いから 

・ズバリ栗原の名前は残したい 



                       

新市名称候補 ふ り が な 小委員会としての選定理由 

くりはら市 

 

 

 

 

 

 

 

 

くりはらし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１０ヶ町村全てが栗原郡なので、慣れ親しんだ名称に加え、ひら

がなで書くことによって新しさと親しみやすさが出てくると思

います 

・１０ヶ町村共通してなじみの名称で、ひらがなにすることで子供、

老人にも親しまれ、かつ柔らかさと新しさを含んだイメージがあ

る 

・ひらがなで、やわらかさがある 

・なじみのある名前よい。親しみやすさ 

・ひらがな、親しみのある名称である（自治体の名称としては？）

・やさしさと老若男女共通した表記のしやすさから 

すばる市 

 

 

 

 

 

すばるし 

 

 

 

 

 

・応募作品の理由が栗原地域の合併に合致すると考えられる。 

（以下は応募作品の理由） 

「すばる」それは、幾つか集まって一つになるという日本語（和

語）の「統ばる」（統合）を意味し、また「昴」は代表的な星座

の一つである”牡牛座”を構成するプレアデス星団（牡牛座の肩

の部分）を指し、実際は１３０個ほどの恒星（自ら光を放つ星）

の集まりですが、夜間通常では７～１０個を肉眼で確認する事が

できます。１０個の自ら輝きを放つ恒星の集まり、それは、あた

かも栗原地域１０町村の集合体にも類似しているのです。ここ栗

原の地が新都市形成を機に全国に向けて、きらめきの光を放ち、

自然・環境・産業・教育・文化・科学・芸術・保健・福祉等全て

の領域にわたり、未来永劫輝き続けるようにとの切なる願いを込

めて命名しました 

 



 

   
           新市名称の公募結果について（総括表） 
 
○ 募集要項 
   １ 公募期間  平成15年9月20日（土）から平成15年10月31日（金）まで 
    ２ 応募資格   栗原地域に愛着があり，関心がある方 
    ３ 応募方法   応募用紙，Eメール，郵便，ファクシミリ 
 
○ 公募結果 
    １応募状況 

 応募総数     1,784  件
うち有効件数     1,726  件  → 有効分における種類数     520  種類

 
 

 〃 無効件数        58  件
 
    ２住所別（有効分）                      ３ 年代別（有効分）                 

  区  分   件  数 構成比（％）  区 分  件  数 構成比（％）

築館町      277     16.0 10歳未満      19      1.1
若柳町      134      7.8 10歳代     173 10.0
栗駒町      507     29.4 20歳代     119      6.9
高清水町        65      3.8 30歳代     149      8.6
一迫町       140      8.1 40歳代     212     12.3
瀬峰町 79     4.6 50歳代     350     20.3
鶯沢町        68      3.9 60歳代     307     17.8
金成町       135      7.8 70歳以上     381     22.1
志波姫町        98      5.7 不明      16      0.9

栗 
 
 
原 
 
 
郡 

花山村        23      1.3

 

    計   1,726   100.0

 

県内（10町村除く）        57      3.3
県外       143      8.3

 

  計     1,726 100.0

 

   
    ４ 男女別（有効分）                       ５ 応募方法別（有効分）           

  区  分   件  数 構成比（％）  区 分  件  数 構成比（％）

  男 性       971     56.3 応募用紙    1,325     76.8
  女 性      753     43.6 Ｅメール     116      6.7
  不 明        2      0.1 郵便     220     12.7

 

    計     1,726   100.0

 

ファクシミリ     65      3.8
    計   1,726    100.0

 

                                                                               
○ 無効件数の内容について 
    ・新市の名称，新市の名称の意味又は理由が記載されていないもの 

    ・既存の市名及び栗原10町村の町村名を使用したもの（例：築館市，花山市など） 

  ・日本語表記でないもの（英数字，記号など） 

    ・同一人物が同一名称に複数応募しているもの（１点目のみ有効） 

    ・氏名や住所等の記載が無く，応募者個人を特定できないもの  

 



        新市の名称の選考方法について（案） 
 
１．新市の名称選考の考え方 
   新市の名称選考において小委員会で選考した５点の中から、協議会出席委員

の投票、挙手、起立等（以下「投票等」という。）による意思表示に基づき選考

を行う場合には、立会人２名を選出の上次の方法で実施するものとする。 
 

A．投票等を行った結果、出席委員の３分の２以上の得票を得た名称候補が

ある場合には、その名称候補を新市の名称とする。（根拠：協議会会議運

営規程第６条） 
B．上記 A の条件を満たす候補名がない場合には、投票等の結果上位２位に

より決選投票等を行うこととする。 
C．上記 B で行った投票等の結果で、出席委員の３分の２以上の得票を得た

名称候補がある場合には、その名称候補を新市の名称とする。 
D．上記 C を満たす候補名がない場合は、最も得票数の多い候補名を最終候

補とし、協議会において協議のうえ決定する。 
 
２．新市の名称選考フロー 

        小委員会で選考した５点から選考 
A． 出席委員の３分の２以上の得票 
を得た名称候補がある場合 
 

B．A の条件を満たす候補名がない場合には、

投票等の結果上位２位により決選投票等を行

う 

C． 出席委員の３分

の２以上の得票を得

た名称候補がある場

合 

D．C を満たす候補名

がない場合は、最も得

票数の多い候補名を最

終候補とする 

最も得票数の多い候補

名を最終候補とし、協

議会において協議 

         新市の名称決定 



協議第３４号 

 

財産の取扱いについて 

 

 

財産の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１２月１１日 

 

栗原地域合併協議会 

会長  菅 原 郁 夫 

 

財産の取扱いについて 

 

１０町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐも

のとする。 

平成  年  月  日確認 



（企業会計を除く）

土地

建物

土地

建物

　　　　　ただし、自然環境の保全に関する施設、及び３町の所有する温泉保養施設等の修繕、改修などの自然環境の利活用に関する施策の費用の一部に

平成１４年度末数値

　１　市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、

　２　前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

　６　第１項の規定による届出を受理したとき、又は第３項の規定による処分をしたときは、総務大臣は直ちにその旨を告示するとともに、これを国

有価証券及び出資

基　　　 金

地　方　債

公有自動車 71

2,401,917

14,458,459

　４　第１項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 　　●さぬき市（香川県）平成１４年４月１日合併（５町）

　　直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

　３　都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。

　　●篠山市（兵庫県）平成１１年４月１日合併（４町）

1,364,119 74,509559,260
債務負担行為に基づ
く平成１５年度以降の
支出予定額

9,973,233.93

447,873.42

35,247,992.13

栗原地域合併協議会の調整方針

１０町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。

財産の取扱い（総括） 公有財産・公有自動車・有価証券及び出資・基金・地方債及び債務負担行為協　議　細　目

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-1

協　　定　　項　　目

30,624.80

559

1,840,545

13,500,509

49,547,036

　［財産内訳］

　５　第１項、第３項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通公共団体の議会の議決を経なければならない。

　　の関係行政機関の長に通知しなければならない。

　　　　　５町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。

　　●加美町（宮城県）平成１５年４月１日合併（３町）

　　　　　４町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。

　　　　　畑財産区財産は、畑財産区財産として新町に引き継ぐものとする。

30

247,421369,190 53,992 112,235

29 6692 70

5,223,268

1,863,466

295,990.00 5,865,744.13 179,059.47

34

1,765,917 1,206,859

0.00 0.00

726,260

5351

103,674

1,093,4711,776,165

181,649.28

6,730.78

63

38,773.06 32,722.14

1,389.07

51,008.00

347,321.24 1,823,860.48

　　　　　３町の所有する財産及び債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。

　　　　充てるため、３町の所有する山林の立木売払いによる収入額の１０分の１の額を積立てる基金を、新町において設置する。

　　　　

462,270

2,672,970 2,256,409

126,897

4,767,640 2,086,700

1,038,181

項　　　　目 栗駒町

調整方針・調整内容

鶯沢町高清水町築館町 若柳町

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

（単位：㎡、千円、台）

合　　計花山村金成町 志波姫町

157,502.00340,345.31

20,152.00

1,139.24 0.001,447.69

42,693.46

18,681,922.001,124,210.15 1,648,238.45 133,316.63

一迫町 瀬峰町

1,052,116.00

債
　
務

1,685,948

2,642,721 5,890,323

218,092

6,077,572 7,864,297 10,065,136

主
　
な
　
財
　
産

2,737,812

1,176.00

571,736.00

105,093104,089

864,824

932,659.88

28,455.09

1,120,353 3,440,771 2,960,115 297,480

行政財産

普通財産

4,456,889.00 538,362.18

74,857.00 59,399.0469,511.03

2,324,260.12

30.35

　　　　　　　　　　　　　　　　公有財産　　　　　行政財産　　　　　◎公共団体がその事務又は事業を執行するために使用することを目的とした財産

　　財産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校、住民の利用に供する会館、道路、公園等の敷地・建物等）

622,488.44

　７　第１項又は第３項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

【関係法令】地方自治法第７条　抜粋

155,684

763,449

18,711.67

3,943,555.30

30,302.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 出資による権利・出捐金による権利は、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後市政との整合性を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　債権　・・・・・　金銭の給付を目的とする権利　

　　　　　　　　　　　　　　　　基金　・・・・・　特定の目的のための資金積立や資金の運用を目的としたもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（庁舎、有価証券、出資による権利等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎住民が共同利用に供することを目的とする公の施設 　　　　　１　公有財産　………………　① 公有財産については、すべて新市に引継ぐ。　

　　　　　　　　　　　　債務　・・・・・　借入金等を返済する義務　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通財産　・・・・・　行政財産以外の公有資産（行政業務に使用していない土地・建物等）

　　　　　　　　　　　　　　　　物品　・・・・・　現金、公有財産、基金以外の動産　

【先進地事例】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 債務負担行為は、現行のとおり新市に引継ぐ。 

　　　　　３　基金及び地方債　………　① 基金及び地方債については、すべて新市に引継ぐ。 

　　●柏原町･氷上町･青垣町･春日町･山南町･市島町合併協議会（兵庫県）平成１６年１１月１日合併予定（６町）　

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　② 物品については、持ち寄り基準を統一し新市に引継ぐ。 

　　　　　２　出資による権利・出捐金による権利及び債務負担行為



行政・普通財産

土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物 土　地 建　物

18,567.00 6,026.66 20,842.00 5,553.00 2,061.30 1,544.28 5,582.33 1,237.57 10,138.00 3,875.00 3,763.53 1,253.05 5,397.39 2,099.23 15,978.24 4,413.01 5,004.89 1,917.74 2,698.00 2,083.00 90,032.68 30,002.54

消防施設 258.10 741.00 868.00 408.32 238.77 1,433.00 1,003.00 1,477.93 235.35 848.00 224.61 2,627.75 457.78 65.00 274.77 7,601.00 3,560.38

その他の施設 687.00 2,214.26 520.18 548.08 511.58 28,852.00 5,582.00 20,604.17 1,619.98 60.00 30,341.79 3,308.06 8,448.38 1,361.97 89,965.10 14,694.35

公営住宅 38,401.97 8,406.13 26,068.00 7,359.00 15,507.31 4,529.92 30,842.12 9,634.68 18,477.00 4,762.00 16,701.12 4,156.44 50,234.78 9,615.00 7,411.12 1,015.80 8,768.64 5,428.52 212,412.06 54,907.49

公　　園 582,659.17 165,482.00 124.00 106,258.20 175.25 82,456.44 229.94 76,331.00 88.00 275,634.65 419.81 14,817.60 38,136.25 397.86 1,341,775.31 1,434.86

学　　校 136,017.84 26,898.42 194,439.00 30,388.00 268,421.55 34,359.73 37,781.13 9,570.66 179,630.00 22,759.00 61,580.00 11,150.46 46,253.49 9,511.46 149,964.91 18,905.95 77,572.46 15,160.41 40,255.00 5,934.00 1,191,915.38 184,638.09

その他の施設 156,326.90 25,707.46 164,164.00 30,565.00 3,550,786.76 18,241.78 464,906.52 9,390.98 737,255.00 12,939.00 243,194.49 10,039.81 1,445,492.17 20,763.35 119,203.90 10,672.46 43,653.66 8,180.87 114,549.00 12,135.00 7,039,532.40 158,635.71

932,659.88 69,511.03 571,736.00 74,857.00 3,943,555.30 59,399.04 622,488.44 30,302.60 1,052,116.00 51,008.00 347,321.24 28,455.09 1,823,860.48 42,693.46 340,345.31 38,773.06 181,649.28 32,722.14 157,502.00 20,152.00 9,973,233.93 447,873.42

4,418.88 20,691.93 48,092.40 4,973.31 42,911.24 9,587.58 1,139.24 130,675.34 1,139.24

13,435.51 16,015.00 3,651.00 7,130.84 1,785.00 42,017.35 0.00

1,177,382.21 83,301.00 2,205,223.10 71,074.00 4,456,889.00 23,329.00 1,085,569.00 582,600.21 41,731.05 17,383,340.00 27,110,438.57 0.00

790,702.00 1,633,462.00 1,216.00 2,424,164.00 1,216.00

118,744.91 16,172.00 24,203.00 317,623.00 476,742.91 0.00

120,167.00 815,464.00 1,306.00 422,789.46 989,595.00 39,135.00 16,171.00 2,404,627.46 0.00

213,067.00 19,229.00 34,741.00 22,408.00 289,445.00 0.00

14,009.48 14,009.48 0.00

356,175.91 30.35 92,522.00 1,176.00 861,928.73 17,495.67 20,562.06 40,500.32 1,389.07 2,334.00 1,447.69 31,347.00 6,730.78 8,122.00 942,380.00 2,355,872.02 28,269.56

2,324,260.12 30.35 295,990.00 1,176.00 5,865,744.13 18,711.67 179,059.47 0.00 4,456,889.00 0.00 538,362.18 1,389.07 1,124,210.15 1,447.69 1,648,238.45 6,730.78 133,316.63 1,139.24 18,681,922.00 0.00 35,247,992.13 30,624.80

3,256,920.00 69,541.38 867,726.00 76,033.00 9,809,299.43 78,110.71 801,547.91 30,302.60 5,509,005.00 51,008.00 885,683.42 29,844.16 2,948,070.63 44,141.15 1,988,583.76 45,503.84 314,965.91 33,861.38 18,839,424.00 20,152.00 45,221,226.06 478,498.22

合　　計

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-2

鶯沢町 金成町築館町
項　　　　目

栗駒町 高清水町若柳町

普
　
通
　
財
　
産

合　　　　　　計

その他

原　　野

墓　　地

ＪＲ東日本

小　　　　　計

ため池

本　庁　舎

小　　　　　計

そ
の
他
の

行
政
機
関

公
共
用
財
産

志波姫町

牧　　野

山　　林

花山村瀬峰町一迫町

行
　
政
　
財
　
産

宅　　地

田　　畑



公有自動車

台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース 台　数 うちリース

12 16 6 3 1 11 9 16 11 15 1 11 16 3 120 11

25 1 37 4 23 3 4 19 1 5 9 8 7 3 140 9

3 5 9 8 4 4 3 3 5 5 5 46 8

1 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 12 0

4 24 25 9 12 5 6 18 9 9 121 0

19 2 3 21 10 7 10 72 0

2 1 6 9 0

2 2 2 2 1 7 2

4 4 0

7 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 4 0 25 0

特殊用途 5 2 1 4 1 13 0

大型特殊 0 0

グレーダー 2 1 1 4 0

ドーザー 2 2 4 0

ロータリー車 1 1 0

除雪車 1 1 2 0

除雪用トラクター 1 1 0

71 1 92 10 70 14 29 0 66 1 30 0 34 0 63 1 51 0 53 3 559 30

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

若柳町築館町 瀬峰町 金成町 志波姫町栗駒町 花山村 合　計高清水町 一迫町 鶯沢町

特殊車両

乗用自動車

貨物自動車

項　　　　目

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-3

合　　　　　　計

マイクロバス

消防自動車

消防ポンプ積載車

可搬動力ポンプ

その他

大型バス

給食運搬車

ダンプ



有価証券・出資・出捐金等

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 合　計

株券 4,470 12,000 16,470

株券 10 552 562

株券 36,156 34,690 41,625 25,313 600 138,384

株券 83 247 1 119 450

株券 450 1,830 690 2,510 280 580 140 1,250 1,230 140 9,100

株券 122 26 148

株券 17,000 10,000 27,000

株券 47,500 47,500

株券 50,000 50,000

株券 80,000 80,000

株券 3,000 3,000

株券 13 13

株券 14 14

株券 15 15

533 37,986 118,791 6,980 291 12,580 41,910 43,563 49,330 60,692 372,656

社債券 120 120

0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120

出資金 2,500 4,290 4,900 1,520 3,090 1,930 1,430 2,990 4,060 1,240 27,950

出資金 2,500 3,600 3,500 1,000 2,000 1,800 1,100 3,700 1,900 1,400 22,500

出資金 500 200 200 100 1,000

出資金 820 390 2,010 110 740 390 350 640 200 380 6,030

出資金 850 700 700 700 700 500 200 500 740 300 5,890

出資金 450 940 1,000 260 250 2,900

出資金 700 800 800 800 800 800 700 800 800 7,000

出資金 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

出資金 78,910 74,640 75,095 33,445 55,005 37,960 28,825 48,985 45,100 22,035 500,000

出資金 7,469 5,000 2,462 4,731 19,662

出資金 5,000 1,000 6,000

出資金 4,848 4,848

出資金 水稲育苗センター災害基金 600 600

出資金 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 7,000

87,380 87,920 96,964 37,625 73,585 43,430 40,225 59,715 53,850 31,236 611,930

項　　　　　目（有価証券及び出資による権利）

計

計

仙台銀行

宮城交通株式会社

くりはら田園鉄道株式会社

東北電力株式会社

（株）宮城県食肉流通公社

みずほホールディングス

地域振興公社

くりはら振興株式会社

花山村地域開発（株）

（株）くりこま高原振興公社

栗駒ハイランド株式会社

関西電力株式会社

東京電力株式会社

三菱マテリアル株式会社

日本電信電話株式会社

宮城県農業信用基金協会

計

宮城県農業公社

宮城県青果物価格安定相互補償協会

栗駒高原森林組合

宮城県土地改良事業団体連合会

（社）宮城県畜産物価格安定基金協会

（社）宮城県建設センター

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-4

若柳町外五町土地開発公社

一迫町花山村野菜価格安定対策事業運営協議会

（財）金属鉱業緊急融資基金

ふるさと市町村圏基金

宮城県林業公社

（財）宮城県畜産協会



有価証券・出資・出捐金等

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 合　計

出捐金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000

出捐金 （財）東北産業技術開発協会 980 600 560 430 460 360 400 460 440 240 4,930

出捐金 359 773 500 1,632

出捐金 20,000 60,000 300 100 200 100 100 200 150 100 81,250

出捐金 2,867 3,711 3,951 1,833 2,988 1,602 1,118 3,280 2,722 1,008 25,080

出捐金 115 692 3,215 639 1,564 121 889 1,242 539 2,114 11,130

出捐金 750 690 700 220 470 270 160 400 350 80 4,090

出捐金 772 712 712 237 475 297 178 415 357 40 4,195

出捐金 1,134 353 1,068 109 237 408 246 201 178 126 4,060

出捐金 618 546 523 314 805 591 491 384 417 181 4,870

出捐金 647 614 617 289 459 324 252 411 381 199 4,193

出捐金 420 50 470

出捐金 245 235 234 117 176 127 102 161 148 83 1,628

出捐金 20,000 7,000 12,500 10,000 5,000 7,500 10,000 72,000

出捐金 800 600 600 600 600 3,200

出捐金 1,393 1,316 1,316 579 962 656 486 855 778 137 8,478

出捐金 500 500

出捐金 13,010 7,100 7,280 2,470 3,510 1,540 1,510 2,330 2,450 570 41,770

63,031 85,648 21,576 7,837 26,679 16,896 11,432 19,939 20,010 5,428 278,476

商工債 300 300

債権 34,804 7,300 10,176 5,478 57,758

債権 1,520 1,520

債権 500 500

債権 2,000 2,000

債権 29,643 29,643

債権 150,000 150,000

債権 186,000 186,000

債権 116,572 116,572

0 151,376 4,020 0 7,600 29,643 10,176 0 336,000 5,478 544,293

預託 4,000 5,200 5,000 1,300 3,200 1,300 1,100 3,000 2,500 700 27,300

預託 740 1,060 1,070 250 760 240 250 680 580 140 5,770

4,740 6,260 6,070 1,550 3,960 1,540 1,350 3,680 3,080 840 33,070

155,684 369,190 247,421 53,992 112,235 104,089 105,093 126,897 462,270 103,674 1,840,545合　　　　　　　　　　計

計

計

計

項　　　　　目（有価証券及び出資による権利）

（財）みやぎ農業担い手基金

（財）みやぎ林業活性化基金

（財）暴力団追放宮城県民会議

（財）宮城県勤労者いこいの村

宮城県勤労者信用基金協会

（財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

（財）宮城県腎臓協会

明るい長寿社会づくり推進財団（宮城いきいき財団）

（財）みやぎ産業交流センター

（財）宮城県地域振興センター

宮城県国民健康保険診療報酬預託金

宮城県国民健康保険団体連合会（老人医療分）

ふるさと情報センター

宮城県信用保証協会

七十七銀行

ダイワテクノ工業株式会社

奨学資金貸付金

種雄豚及び繁殖豚導入貸付金

瀬峰町下水道事業分担金

くりはら振興株式会社貸付金

株式会社三共製作所貸付金

栗駒町母子福祉協議会貸付金

栗駒町生活安定資金貸付金

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

（財）宮城県スポーツ振興財団

艮陵医学振興会

（財）みやぎ建設総合センター

栗っこ優良肉用牛（繁殖牛）導入貸付基金

宮城県下水道公社

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-5



基金

項　　　　　目（基金） 築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 合　計

財政調整基金 292,080 584,602 351,174 209,102 281,596 176,794 202,309 295,908 161,756 144,348 2,699,669

減債基金 399,097 72,355 57,242 93,731 91,793 108,270 323,423 284,881 121,451 1,552,243

町債管理基金 112,551 112,551

庁舎建設基金 1,082,761 248,410 75,102 1,406,273

長寿社会対策基金 214,336 65,920 7,330 34,021 180,927 10,680 85,238 598,452

高齢者生きがいづくり基金 90,443 90,443

社会福祉基金 36,527 158,961 195,488

地域福祉基金 98,110 98,110

２１世紀の田園文化創造基金 10,314 10,000 10,490 10,000 68,093 46,094 21,448 10,009 6,000 192,448

ゆめとぴあ水と大地を守る基金 5,536 5,536

振興開発基金 3,239 24,000 153,583 16,975 197,797

潤いのある町づくり基金 93,378 93,378

ふるさと創生基金 24,345 27,816 43,845 96,006

ふるさとづくり基金 42,633 42,633

地域活性化事業基金 211,620 211,620

ヒューマンライフタウンつきだてふれあいの町づくり基金 84,307 84,307

町づくりフロンティア育成基金 46,789 46,789

さわやか瀬峰のまちをつくり出す基金 68,780 68,780

公営住宅管理基金 3,969 3,969

地域医療整備基金 356,632 356,632

家畜（畜産）導入事業基金 2 204 13 7 226

ほ場整備経常分担金基金 7,500 7,500

土地改良事業基金 60,107 60,107

ほ場整備事業基金 59,550 5,415 64,965

亜炭鉱害復旧揚水かんがい施設維持管理基金（太田） 9,496 9,496

亜炭鉱害復旧揚水かんがい施設維持管理基金（荒田沢） 45,649 45,649

八沢岩の沢地区揚水かんがい施設維持管理基金 5,454 5,454

玉沢地区土地改良施設管理維持基金 2,847 2,847

くりはら田園鉄道活性化対策基金 102,482 102,482

中小企業振興資金融資制度基金 35,899 35,899

共通物品調達基金 3,000 3,000

公共施設維持管理整備事業基金 107,183 107,183

高額物品購入基金 54,115 54,115

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-6



基金

項　　　　　目（基金） 築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 合　計

スポーツ振興基金 6,072 6,072

小学校校舎建築基金 331,634 331,634

中学校校舎建設基金 42,200 42,200

奨学資金貸与基金 40,729 8,593 10,760 60,082

土地開発基金 287,975 114,527 206,258 94,698 152,082 143,339 124,320 106,330 184,775 15,770 1,430,074

高齢者等牛飼い奨励対策事業基金 24,597 14,438 30,308 11,062 24,810 10,306 20,313 11,060 23,399 11,620 181,913

優良繁殖牛導入事業基金 40,221 40,221

村肉用牛基金 33,032 33,032

国民健康保険会計財政調整基金 103,521 246,037 281,223 46,644 61,066 142,225 95,369 278,761 146,093 173,141 1,574,080

国民健康保険会計高額療養費貸付基金 8,000 10,000 5,000 3,170 3,000 2,000 4,000 4,000 2,000 41,170

出産費資金貸付基金 1,500 1,200 2,700

介護保険財政調整基金 57,615 29,565 6,102 93,282

介護給付費準備基金 66,896 65,978 27,606 54,026 8,068 16,560 46,455 285,589

介護保険高額介護サービス費貸付基金 1,000 1,000 4,000 500 6,500

水道会計財政調整基金 130,859 130,859

簡易水道事業財政調整基金 901 18,371 14,475 28,208 61,955

簡易水道事業特別会計建設改良基金 184,625 184,625

下水道事業財政調整基金 159,791 0 12,357 172,148

金成財産区基金 94,374 94,374

温湯山荘事業財政調整基金 14,517 14,517

栗原南部学校給食事業財政調整基金 61,435 61,435

合　　　　　　　　　　計 1,776,165 1,765,917 2,401,917 763,449 1,206,859 864,824 1,038,181 1,863,466 1,093,471 726,260 13,500,509

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-7



地方債・債務負担

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 合　計

一般公共事業債 345,363 945,564 875,513 358,990 710,921 684,129 67,859 422,867 557,644 1,864 4,970,714

一般単独事業債 3,006,213 2,666,634 1,966,760 698,106 1,637,379 640,692 673,534 970,438 2,713,788 195,891 15,169,435

公営住宅建設事業債 310,806 281,019 167,762 265,503 244,484 185,282 296,932 0 91,484 0 1,843,272

義務教育施設整備事業債 795,025 627,563 1,183,742 410,227 698,432 410,909 35,993 440,613 580,287 73,018 5,255,809

辺地対策事業債 65,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,796

災害復旧事業債 63,528 65,629 245,171 13,039 67,204 30,473 75,273 127,888 33,266 28,291 749,762

一般廃棄物処理事業債 0 0 0 0 0 0 0 0 1,692 0 1,692

厚生福祉施設整備事業債 130,193 40,281 5,137 489,335 32,800 224,415 4,881 0 189,545 0 1,116,587

転貸債 0 0 0 0 0 0 0 1,235 0 0 1,235

過疎対策事業債 0 1,492,927 4,427,388 0 1,730,658 47,758 844,499 2,234,818 73,758 1,443,202 12,295,008

財源対策債 284,605 110,862 169,999 78,195 187,299 5,347 3,152 37,255 189,266 16,660 1,082,640

減収補てん債 0 6,420 0 0 0 0 0 0 0 0 6,420

臨時財政特例債 38,912 45,882 61,104 72 14,463 7,589 12,478 30,906 1,706 1,226 214,338

公共事業等臨時特例債 5,472 7,436 7,938 1,343 13,096 1,343 0 939 8,687 0 46,254

減税補てん債 398,335 304,190 287,619 95,955 194,648 120,991 64,199 163,950 152,644 24,685 1,807,216

臨時税収補てん債 108,339 79,484 80,023 28,952 49,273 29,402 20,206 46,935 34,707 9,261 486,582

臨時財政対策債 294,478 288,400 361,500 165,400 255,000 182,800 146,000 244,000 213,700 158,900 2,310,178

調整債 916 66,247 8,722 0 0 0 5,625 10,271 2,274 0 94,055

都道府県貸付金 167,530 786,659 157,094 37,604 35,992 96,840 3,960 9,790 378,820 48,260 1,722,549

その他 62,061 49,100 59,664 0 18,674 5,000 1,818 0 0 85,442 281,759

小　　　　　計 6,077,572 7,864,297 10,065,136 2,642,721 5,890,323 2,672,970 2,256,409 4,741,905 5,223,268 2,086,700 49,521,301

特定資金公共投資事業債 0 0 0 0 0 0 0 25,735 0 0 25,735

小　　　　　計 0 0 0 0 0 0 0 25,735 0 0 25,735

合　　　　　計 6,077,572 7,864,297 10,065,136 2,642,721 5,890,323 2,672,970 2,256,409 4,767,640 5,223,268 2,086,700 49,547,036

土地の購入に係るもの 261,479 106,236 36,638 243,812 648,165

建造物の購入に係るもの 18,227 18,227

その他物件の購入に係るもの 130,005 2,208 53,991 186,204

製造・工事の請負に係るもの 1,068,301 3,034,454 2,714,816 1,673,879 535,249 2,451,446 11,478,145

債務保証等に係るもの 0

そ　の　他 52,052 144,838 9,058 218,092 12,069 297,480 24,011 1,325,273 42,554 2,291 2,127,718

小　　　　計 1,120,353 3,440,771 2,960,115 218,092 1,685,948 297,480 559,260 1,364,119 2,737,812 74,509 14,458,459

7,197,925 11,305,068 13,025,251 2,860,813 7,576,271 2,970,450 2,815,669 6,131,759 7,961,080 2,161,209 64,005,495

専門部会名（総務・企画財政部会）　　分科会（管財・財政分科会）　№-8

項　　　　　目（債務）

合　　　　　　計

債務負担行為
に基づく平成
１５年度以降の
支出予定額

地　方　債

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目



　　上水道事業財産(H14決算書より)

85,412,000円 0円 0円 19,000,000円 3,100,000円

0円 0円 0円 7,000,000円 0円

411,000,000円 650,460,000円 0円 57,884,000円 0円

315,039,702円 528,037,702円 264,829,263円 79,490,535円 300,381,207円 2,721,634,409円

811,451,702円 1,178,497,702円 264,829,263円 163,374,535円 303,481,207円 2,721,634,409円

903,573,659円 1,093,831,323円 3,173,066,055円 273,167,626円 569,631,358円 6,013,270,021円

　　浄水場 名称：新田浄水場 処理能力：　6,190㎥／日 名称：新山浄水場 処理能力： 7,200㎥／日 名称：桐木沢浄水場 処理能力：　6,600㎥／日 名称：刈安沢浄水場 処理能力：　 120㎥／日 名称：御駒堂浄水場 処理能力： 985㎥／日

名称：蓬田浄水場 処理能力： 730㎥／日

　　配水池 名称：薬師山配水池 有効容量：1.200㎥ 名称：新山配水池 有効容量：　2,874㎥ 名称：桐木沢配水池 有効容量：　3,200㎥
名称：瀬峰町・高清水町
配水池

有効容量：　2,000㎥ 名称：御駒堂浄水場 有効容量：　484㎥

名称：薬師山配水池 有効容量：1.500㎥ 名称：有賀配水池 有効容量：　　700㎥ 名称：愛宕配水池 有効容量：　　600㎥ 名称：蓬田浄水場 有効容量：　425㎥

名称：高田山配水池 有効容量：　750㎥ 名称：畑岡配水池 有効容量：　　313㎥

113,566ｍ 571,392ｍ

199,068,642円

15,654,459円

117,133,945円

５カ所

１０カ所

126,901ｍ 127,579ｍ 139,111ｍ 64,235ｍ

6,951,300,000円

114,392,445円

938,029,979円

768,700,000円

31,409,877円

107,512,000円

7,000,000円

1,119,344,000円

37,956,264円

12,927,495円

2,824,312,306円

14,255,520,793円

423,241,560円

331,292,462円

7,914,781,520円

1,278,908,255円

1,355,770円

8,968,556円

1,471,976,870円

483,494円

200,000円

11,431,208,487円2,407,841,994円

303,481,207円

7,091,934円

2,721,634,409円

51,794,138円

3,045,377円

303,356円

313,921,874円

2,721,763,868円

453,289円

398,545,195円

166,794円

0円

31,340,252円

1,424,789,014円

457,038,942円

8,108円

480,200,000円

18,939,489円

207,032,374円

890,584,147円

5,141,740円

6,467,971円

2,860,346円

177,844,592円

712,739,555円

163,374,535円

25,127円

55,414,940円

2,057,600円

19,713,283円

621,056,946円

14,285,446円

186,213円

264,829,263円

3,929,494,094円

3,290,200,000円

12,815,659円

0円

1,036,680円

278,681,602円

120,800円

0円

3,650,812,492円

1,200,288,481円

3,599,880,865円

165,942,280円

211,272,600円

2,655,195,070円

599,083,379円

74,553円

0円

19,123,810円

1,178,497,702円

18,644,241円

3,146,538円

0円

0円

2,399,592,384円2,260,222,062円

　　その他預金等

　主な施設の状況

　　(ﾊ)投資

　　固定資産合計

　(2)流動資産

　　(ｲ)現金預金

計

3,113,797,819円

　　配水管延長

　　　　土地

　　　　構築物

613,231円

8,342,448円

790,643,210円

　　(ﾛ)無形固定資産

1,006,800,000円

200,000円

11,843,911円

103,226,341円

　　減債積立金

　　建設改良積立金

　　償還高累計

811,451,702円

　　(ﾛ)営業未収金

　　(ﾊ)営業外未収金

　　(ﾆ)貯蔵品

専門部会名（  上下水道 部会）　　分科会（  上水道 分科会）　№-９
上水道事業財産

　　未償還残高

　　流動資産合計

　　利益積立金

　　　　機械及び装置

　　　　車両運搬具

　企業債

　　H14償還高

　資産合計

147,692円

参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

208,249,715円　　　　建設仮勘定

協　　議　　項　　目

　(1)固定資産

　　　　工具器具及び備品

　　　　建物

95,500,400円

1,237,038,064円

62,185,992円

36,544,709円

311,568,677円

1,976,702,426円

146,314,496円

1,405,400,000円

8,100,564円

195,900円

473,665円

53,374,980円15,591,347円

　　(ｲ)有形固定資産

築館町 若柳町

145,411,870円

瀬峰町 志波姫町 計

　　発行総額

　現金預金明細

14,329,410円

28,442,916円

5,580,575円

853,575,757円

栗駒町



病院事業財産(H14決算書より)

0円 0円 0円

0円 0円 0円

0円 0円 0円

199,707,854円 97,688,398円 297,396,252円

199,707,854円 97,688,398円 297,396,252円

171,333,195円 112,683,057円 284,016,252円

土地 １７，２７１．８９㎡ ９，３３０．８０㎡

建物 ６，５３８．９４㎡ ５，６９５．０３㎡

5,586,000円 5,586,000円

530,400,000円

440,246,186円

34,895,895円

778,124,333円

1,708,083,008円640,568,310円

       参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

531,238,793円 929,610,075円398,371,282円

　(1)固定資産

栗駒町若柳町

33,565,689円

246,383,748円

348,600円

262,500円

0円

929,958,675円

297,396,252円

24,292,348円

226,101,511円

692,500円

24,105,000円

　資産合計

　　その他預金等

　主な施設の状況

348,600円

0円

398,719,882円

97,688,398円

129,265,043円

14,894,987円

　　(ﾊ)未収金

　　(ﾆ)貯蔵品

0円

531,238,793円

　　(ﾊ)投資

　　固定資産合計

　(2)流動資産

　　(ｲ)現金預金

計

　　償還高累計

　企業債

　　H14償還高

　　発行総額

　　　　土地

　　　　構築物

430,000円

24,105,000円

　　(ﾛ)無形固定資産

229,500,000円

　　未償還残高

13,306,915円

58,166,805円

専門部会名（  病院 部会）　　分科会（  病院 分科会）　№-１０

　　流動資産合計

　　利益積立金

　　　　機械備品

　　　　車輌

　　(ﾛ)前払金

　　減債積立金

　　　　建設仮勘定

　現金預金明細

　　　　建物

　　(ｲ)有形固定資産

　　建設改良積立金

188,216,943円

13,286,487円

107,020,300円

300,900,000円

0円

20,258,774円

0円

20,000,908円

536,275,905円

1,067,514,698円

241,848,428円

240,150,741円

11,005,861円

119,081,211円

310,981,143円

0円

19,794,311円

366,208,181円

0円

199,707,854円

計

28,265,483円

病院事業財産

19,794,311円

606,358,922円

17,856,943円

　　　　建物付属設備

10,408,540円

協　　議　　項　　目



参考資料　財産の取扱いについて（基金）

統合する基金（積立基金）
H14年度末

現在高

財政調整基金 現金 2,699,669 292,080 584,602 351,174 209,102 281,596 176,794 202,309 295,908 161,756 144,348

減債基金 現金 1,664,794 112,551 399,097 72,355 57,242 93,731 91,793 108,270 323,423 284,881 121,451

福祉基金 現金 982,493 214,336 65,920 90,443 7,330 36,527 98,110 34,021 180,927 169,641 85,238

21世紀の田園文化創造基金 現金 197,984 10,314 10,000 10,490 10,000 68,093 46,094 21,448 10,009 5,536 6,000

国民健康保険財政調整基金 現金 1,574,080 103,521 246,037 281,223 46,644 61,066 142,225 95,369 278,761 146,093 173,141

簡易水道事業財政調整基金 現金 377,439 0 0 901 18,371 184,625 0 14,475 130,859 0 28,208

介護保険財政調整基金 現金 378,871 57,615 66,896 65,978 27,606 54,026 8,068 16,560 46,455 29,565 6,102

合計 7,875,330 790,417 1,372,552 872,564 376,295 779,664 563,084 492,452 1,266,342 797,472 564,488

統合する基金（定額運用基金）
H14年度末

現在高
現金 1,010,959 193,835 88,527 136,514 55,602 152,082 83,339 121,402 29,777 134,111 15,770

土地 419,115 94,140 26,000 69,744 39,096 0 60,000 2,918 76,553 50,664 0

計 1,430,074 287,975 114,527 206,258 94,698 152,082 143,339 124,320 106,330 184,775 15,770

現金 37,862 8,144 1,042 8,777 1,957 5,399 1,286 3,171 349 4,603 3,134

牛 217,304 16,453 13,396 61,752 9,105 19,411 9,020 17,142 10,711 18,796 41,518

計 255,166 24,597 14,438 70,529 11,062 24,810 10,306 20,313 11,060 23,399 44,652

現金 39,551 7,489 9,926 4,630 3,133 0 2,385 2,000 3,988 4,000 2,000

貸付金 1,619 511 74 370 37 0 615 0 12 0 0

計 41,170 8,000 10,000 5,000 3,170 0 3,000 2,000 4,000 4,000 2,000

現金 7,802 0 5,925 0 0 1,293 0 584 0 0 0

貸付金 52,280 0 34,804 0 0 7,300 0 10,176 0 0 0

計 60,082 0 40,729 0 0 8,593 0 10,760 0 0 0

現金 6,339 1,000 839 4,000 0 0 0 500 0 0 0

貸付金 161 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0

計 6,500 1,000 1,000 4,000 0 0 0 500 0 0 0

現金 1,102,513 210,468 106,259 153,921 60,692 158,774 87,010 127,657 34,114 142,714 20,904

その他 690,479 111,104 74,435 131,866 48,238 26,711 69,635 30,236 87,276 69,460 41,518

計 1,792,992 321,572 180,694 285,787 108,930 185,485 156,645 157,893 121,390 212,174 62,422

高清水町 一迫町

合計

基金名
保有
形態

高齢者牛飼奨励対策事業基金等

高額療養費貸付基金

奨学資金貸与基金

高額介護サービス費貸付基金

保有
形態

栗駒町

基金名

土地開発基金

若柳町築館町

築館町 若柳町

花山村志波姫町金成町鶯沢町瀬峰町一迫町高清水町栗駒町

瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村



参考資料　財産の取扱いについて（基金）

継続する基金
H14年度末

現在高

栗駒町　庁舎建設基金 現金 1,082,761 0 0 1,082,761 0 0 0 0 0 0 0

築館町　八沢岩の沢地区揚水ポン
プ維持管理基金

現金 5,454 5,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0

築館町　亜炭鉱害揚水復旧管理基
金（太田）

現金 9,496 9,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0

築館町　亜炭鉱害揚水復旧管理基
金（荒田沢）

現金 45,649 45,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0

築館町　玉沢地区土地改良施設維
持管理基金

現金 2,847 2,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0

若柳町　川北地区県営ほ場整備事
業経常分担金基金

現金 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0

若柳町　川北２期地区県営ほ場整
備事業経常分担金基金

現金 4,500 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0

若柳町　杭ヶ浦地区県営ほ場整備
事業経常分担金基金

現金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

若柳町　新田地区県営ほ場整備事
業経常分担金基金

現金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

若柳町　下畑岡地区県営ほ場整備
事業経常分担金基金

現金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一迫町　土地改良事業基金 現金 60,107 0 0 0 0 60,107 0 0 0 0 0

金成町　家畜導入事業基金 現金 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

金成町　ほ場整備事業基金 現金 59,550 0 0 0 0 0 0 0 59,550 0 0

志波姫町　志波姫地区県営圃場整
備事業基金

現金 5,415 0 0 0 0 0 0 0 0 5,415 0

鶯沢町　鶯沢小学校校舎建築基金 現金 331,634 0 0 0 0 0 0 331,634 0 0 0

志波姫町　栗原南部学校給食事業
財政調整基金

現金 61,435 0 0 0 0 0 0 0 0 61,435 0

花山村　花山中学校校舎建設基金 現金 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,200

築館町　地域医療整備基金 現金 356,632 356,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0

若柳町　くりはら田園鉄道線活性化
対策基金

現金 102,482 0 102,482 0 0 0 0 0 0 0 0

栗駒町　高額物品購入基金 現金 54,115 0 0 54,115 0 0 0 0 0 0 0

花山村　温湯山荘事業財政調整基
金

現金 14,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,517

合計 現金 2,241,801 420,078 109,982 1,136,876 0 60,107 0 331,634 59,557 66,850 56,717

11,910,123 1,532,067 1,663,228 2,295,227 485,225 1,025,256 719,729 981,979 1,447,289 1,076,496 683,627

基金名
保有
形態

総合計

志波姫町 花山村築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町



参考資料　財産の取扱いについて（地方債）

築　　館　　町 6,077,572 2,965,454

若　　柳　　町 7,864,297 3,973,614

栗　　駒　　町 10,065,136 6,299,651

高  清  水  町 2,642,721 1,223,128

一　　迫　　町 5,890,323 3,310,804

瀬　　峰　　町 2,672,970 1,282,955

鶯　　沢　　町 2,256,409 1,239,694

金　　成　　町 4,767,640 3,032,106

志　波　姫　町 5,223,268 2,404,612

花　　山　　村 2,086,700 1,336,272

計 49,547,036 27,068,290

　

築　　館　　町 15,886 6,077,572 383 196

若　　柳　　町 14,714 7,864,297 534 264

栗　　駒　　町 14,164 10,065,136 711 266

高  清  水  町 4,470 2,642,721 591 318

一　　迫　　町 9,517 5,890,323 619 271

瀬　　峰　　町 5,515 2,672,970 485 252

鶯　　沢　　町 3,218 2,256,409 701 316

金　　成　　町 8,334 4,767,640 572 208

志　波　姫　町 7,545 5,223,268 692 374

花　　山　　村 1,604 2,086,700 1,301 468

計 84,967 49,547,036 583 265

H１４年度地方債現在高／H１２年度国調人口

平成１４年度末現在

　　 合計額である。
②　交付税算入額は、各事業債ごとに①の数値に基準交付税算入率を乗じた金額の
①　地方債現在高は、平成１４年度決算統計の３３表「差引現在高」による。

（　単位　：　千円　）

2,579,519

1,419,593

3,765,485

うち一般財源

（　単位　：　千円　）

2,818,656

1,735,534

1,016,715

備　　　考

一人当たり
（一般財源）

一人当たり

22,478,746

750,428

地方債現在高

H１４地方債現在高H１２国調人口

うち交付税算入額

1,390,015

3,890,683

3,112,118



協議第３５号 
 

農林水産関係事業（その１）について 
 
 農林水産関係事業（その１）について、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１２月１１日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

農林水産関係事業（その１）について 
 
 １ 農業振興地域整備計画並びに事業関連計画については、現行のとおり新

市に引き継ぎ、新市において新たな計画を策定する。 
 ２ 農業振興施策及び農地流動化に係る各種事業については、現行のとおり

新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。 
 ３ 水田農業経営確立対策については、国の施策の動向により地域性を考慮

し、新市において調整するものとする。 
 ４ 園芸振興対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市にお

いて調整するものとする。 
５ 標準小作料については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

 ６ 各種制度資金の利子補給については、合併時までに調整する。ただし、

合併前までに決定した利子補給については、現行のとおり新市に引き継ぐ

ものとする。 
 ７ 酪農・肉用牛生産近代化計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

新市において新たな計画を策定する。 
８ 畜産振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継

ぎ、新市において調整するものとする。 
 ９ 森林整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において

新たな計画を策定する。 
 10 林業振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継

ぎ、新市において調整するものとする。 
11 内水面漁業振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に

引き継ぎ、新市において調整するものとする。 
12 有害鳥獣駆除については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において

調整するものとする。 
平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 調整（案）

昭和４５年度 昭和４５年度 昭和４４年度 昭和４８年度 昭和４６年度 昭和４７年度・平成１０年度 昭和４６年度 昭和４５年度 昭和４６年度 昭和４８年度

昭和４８年度 昭和４８年度 昭和４６年度 昭和４８年度 昭和４６年度 昭和４８年度 昭和４７年度 昭和４６年度 昭和４７年度 昭和４８年度

平成１２年度 平成　８年度 平成１５年度 昭和６１年度 平成　９年度 昭和５７年度・平成１１年度 平成１５年度 平成　８年度 平成１１年度 平成　７年度

平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年

平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２０年度

平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年 平成１２年

平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度

平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年 平成１１年

平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度 平成１６年度

・農業振興協議会 ・農業振興協議会 ・農林業振興協議会 ・農業振興協議会 ・農林業振興審議会 ・農業振興協議会 ・農業振興協議会 ・農業振興協議会 ・農業振興協議会 ・農林業振興協議会

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

・農業経営・生産対策推
進会議

農地流動化地域総合推
進事業

農地流動化地域総合推
進事業

農地利用集積支援助成
対策事業

農業担い手支援事業 担い手規模拡大事業
認定農業者支援補助
（農地集積支援事業）

農業担い手支援事業 農業担い手支援事業 農業担い手支援事業
農地流動化地域総合推
進事業

個人２７人・法人１件 個人８９人・法人１件 ４３人 個人１３人・法人１件 個人４８人・法人３件 個人３９人 個人５人 個人３７人・法人３件 個人６６人・法人３件 個人１２人

平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年 平成１６年

７００万円 ７００万円 ７００万円 ７００万円 ７００～８００万円 ７００万円 ７００万円 ７００～８００万円 ７００～９００万円 ５００～６００万円

1,800～2,000時間 2,000時間 2,000時間 2,000時間 1,800～2,000時間 1,800～2,000時間 2,000時間 1,800～2,000時間 1,800～2,000時間 1,800～2,000時間

協　　定　　項　　目

調整方針・調整内容

専門部会名　産業部会　　分科会　農林・農業委員会分科会　№-1

　　　　　　　　　・目標農業所得

　　　　　　　　　・労働時間

　・認定要件　・目標年次

　・計画策定　法第８条

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名

　・計画変更　法第１３条

 ４)農業振興計画

　②目標年次

 １)農業振興地域整備計画

　①策定状況

　・地域指定　法第６条

　①策定状況

　②目標年次

　　　６　各種制度資金の利子補給については、合併時までに調整する。ただし、合併前までに決定した利子補給につい
　　　　ては、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　　　７　酪農・肉用牛生産近代化計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において、新たな計画を策定する。

 　　10　林業振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

　　 11　内水面漁業振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

 ２)農業経営基盤強化促進事
業基本構想

２．農業振興施策及び農地流
動化対策事業

　①振興協議会等

　③認定農業者等育成支援事
業

　・認定農業者数

　②農用地利用集積推進
　 事業

栗原地域合併協議会の調整内容

１．農業基本計画等

　①策定状況

　②目標年次

 ３)地域農業マスタープラン

　①策定状況

　　するものとする。

　４　園芸振興対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

　農業振興施策及び
農地流動化に係る各
種事業については、
現行のとおり新市に
引き継ぎ、新市にお
いて調整するものとす
る。

　農林水産関係事業 農業振興、園芸振興、標準小作料、畜産振興、林業振興、内水面漁業振興、有害鳥獣駆除

　１　農業振興地域整備計画並びに事業関連計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市に

　　おいて新たな計画を策定する。

　２　農業振興施策及び農地流動化に係る各種事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市

　農業振興地域整備
計画並びに事業関連
計画については、現
行のとおり新市に引き
継ぎ、新市において
新たな計画を策定す
る。

　　において調整するものとする。

　３　水田農業経営確立対策については、国の施策の動向により地域性を考慮し、新市において調整

　５　標準小作料については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする 　　 12　有害鳥獣駆除については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

　　　８　畜産振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

　　  ９　森林整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな計画を策定する。



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 調整（案）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　認定農業者等担い手
の育成（地域農業マス
タープラン作成・評価）

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援活動

　アクションプログラム作
成・推進活動、経営改善
支援センター運営、認定
農業者等組織支援活動

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援する

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援活動

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援活動

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援活動（簿記講習・組
織支援・マネージャー設
置・支援センター活動
等）

　アクションプログラム作
成、経営改善支援セン
ターを設置し、認定農業
者等支援活動

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
の活動支援及びアクショ
ンプログラム作成・部門
別経営研修会・経営改
善指導会の開催

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援活動

　経営改善支援センター
を設置し、認定農業者等
支援活動

　農地の団地化、集積に
伴い大豆の営農組合組
織を育成
営農組合
・本木転作作物生産組
合
・玉沢転作作物生産組
合

　農地の団地化、集積に
伴い米麦・大豆等の営
農組合及び防除組織を
育成
・営農組合　　１２組織
・防除組合　　なし

　農地の団地化、集積に
伴い米、飼料作物の営
農組織及び防除組織の
育成
・営農組織　５組織
・防除組織　１組織

　農地の団地化、集積に
伴い米・大豆の営農組
合及び防除組織を育成
・営農組合　　1組織
・防除組合　　なし

　農地の団地化、集積に
伴い米・麦・大豆の営農
組合及び防除組織を育
成
・生産組合等　　８組織
・防除組合　　　 １組織

　水田農業経営確立対
策事業やみやぎの水田
高度利用支援事業を活
用し集落農業の核となる
組織育成を図っている。
・営農組合　　１５組織
・防除組合　　なし

　農地の団地化、集積に
伴い米・大豆の営農組
合及び防除組織を育成
・営農組合　　２組織
・防除組合　　４組織

　農地の団地化、集積に
伴い米・麦・大豆の生産
組合の組織育成
・水田農業確立助成に
係る集落営農組織：４５
集落
・水田農業確立助成に
係る飼料作物・大豆等生
産組合：３９組織

・農地の団地化、集積に
伴い米、麦、大豆等の営
農組合を育成
　　転作団地：２６組織
・志波姫町団地連絡協
議会
・中沖地区担い手育成
基盤整備事業に係る担
い手農業生産組織育成
　中沖農業生産組合
・複合経営育成
　サンアグリしわひめ

　水田農業経営確立対
策事業を活用し集落農
業の核となる組織育成を
図っている。
・花山村自然薯生産組
合
・病虫害防除班

転作率 ３３.２４％ 転作率 ３１.４０％ 転作率 ３１.４０％ 転作率 ３１．６７％ 転作率 ３２.０９％ 転作率 ３３.０６％
転作率 ３３.０３％
（認定農業者23.3％）

転作率 ３２.０５９％ 転作率 ３０.９０％ 転作率 ３４.００％

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・築館町水田農業推進
協議会

　地域に応じた転作定着
化のための座談会の開
催
・若柳町水田農業推進
協議会

　地域に応じた転作定着
化のための座談会の開
催
・栗駒町水田農業推進
協議会

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・高清水町水田農業推
進協議会

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・一迫町水田農業推進
協議会
・地区推進委員

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・瀬峰町水田農業推進
協議会

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・鶯沢町水田農業推進
協議会

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・金成町水田農業推進
協議会

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
・志波姫町水田農業推
進協議会

　地域に応じた転作定着
化のための指導推進
　花山村水田農業推進
協議会

・園芸特産振興対策事
業

・園芸特産重点強化整
備事業（県単）

・園芸作物推進事業 ・園芸特産重点強化整
備事業（産地拡大推進
型）（県単）

・　園芸振興対策事業 ・瀬峰町園芸振興担い
手育成支援事業（町単）

・園芸振興対策事業
　①ししとう生産拡大助
成事業（町単補助）

・野菜振興事業

・野菜振興対策事業 ・園芸特産重点強化整
備事業（県単）

・園芸特産重点強化整
備事業（県単補助）
　①ＪＡ栗っこ金成地区
園芸部会

・花卉振興事業

・園芸特産重点強化整
備事業（県単補助）
　①金成銀杏生産組合

　

　１等級　　　２５，０００円 　Aランク　　２６，０００円 　Aランク　　２２，０００円 　　上　　　　２６，０００円 　　上　　　　２５，０００円 　　上　　　　２４，０００円 　Aランク　　２２，０００円 　Aランク　　２５，０００円 　Aランク　　２５，０００円 　Aランク　　１６，０００円

　２等級　　　１９，０００円 　Bランク　　２２，０００円 　Bランク　　１６，０００円 　　中　　　　２０，０００円 　　中　　　　１８，０００円 　　中　　　　２１，０００円 　Bランク　　１６，０００円 　Bランク　　２０，０００円 　Bランク　　２０，０００円 　Bランク　　１１，０００円

　３等級　　　１２，０００円 　Cランク　　１１，０００円 　Cランク　　１１，０００円 　　下　　　　１２，０００円 　　下　　　　１１，０００円 　　下　　　　１２，０００円 　Cランク　　１１，０００円 　Cランク　　１２，０００円 　Cランク　　１５，０００円 　Cランク　　　８，０００円

大区画ほ場　＋３，０００円

　１等級　　　１２，５００円 　Aランク　　１３，０００円 　Aランク　　１１，０００円 　普通畑　　　６，０００円 　Aランク　　　９，０００円 　Aランク　　　５，０００円

　２等級　　　　９，５００円 　Bランク　　１１，０００円 　Bランク　　　８，０００円 　　一律　　 １０，０００円 　　一律　　 　５，０００円 　飼料畑　　　３，０００円 　　全域　　　 ５，５００円 　Bランク　　　７，０００円 　　全域　　 １０，０００円 　Bランク　　　３，０００円

　３等級　　　　６，０００円 　Cランク　　　５，５００円 　Cランク　　　５，５００円 　Cランク　　　５，０００円 　Cランク　　　２，０００円

　水田農業経営確立
対策については、国
の施策の動向により
地域性を考慮し、新
市において調整する
ものとする。

　②水田農業経営確立対策指
導推進事業

項　　　　目　　　　名

５．標準小作料

　　①田

４．園芸振興対策推進事業

　　②畑

　①事業名

専門部会名　産業部会　　分科会　農林・農業委員会分科会　№-2

参　　　　考　　　　事　　　　項

　標準小作料につい
ては、現行のとおり新
市に引き継ぐものとす
る。

　④経営対策体制整備推進事
業

　⑤経営改善支援活動事業

　⑥生産組織等の状況

　①生産調整推進対策事業

３．水田農業経営確立対策推
進事業

 　１）米の生産調整（Ｈ１５）

　園芸振興対策事業
については、現行のと
おり新市に引き継ぎ、
新市において調整す
るものとする。



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 調整（案）

・農業経営基盤強化資
金利子補給　：１０件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・農業経営規模拡大設
備等取得資金利子補給
：２件
　利子補給率：0.740～
2.0％
・農地規模拡大資金利
子補給　：６件
　利子補給率：0.1～
2.0％
・アグリマイティ（担い手
育成農業経営改善）資
金利子補給　：４件
　利子補給率：1.125～
1.225％

・農業経営基盤強化資
金利子補給 ：１０件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・農業経営規模拡大設
備取得資金利子補給 ：
５件
　利子補給率：0.740～
2.0％
・農地規模拡大資金利
子補給 ：１６件
　利子補給率：0.1～
2.0％
・新規就農者促進対策
資金利子補給 ：３件
　利子補給率：0.2～
1.58％
・担い手育成経営改善
資金利子補給 ：６件
　利子補給率：1.125％
・担い手育成肥育素牛
導入資金利子補給 ：３１
件
　利子補給率：0.925～
1.125％
・刈取組織育成資金利
子補給 ：２件
　利子補給率：1.16％

・農業経営基盤強化資
金利子補給　：１３件
　利子補給率：0.73～
1.0％
・担い手育成農業経営
改善資金利子補給　：１
６件
　利子補給率：1.125～
1.225
・新規就農者促進対策
資金利子補給　：１件
　利子補給率：0.94％
・農地規模拡大資金利
子補給　：３件
　利子補給率：1.75～
2.0％

・農業経営基盤強化資
金利子助成　：５件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・農業経営規模拡大設
備等取得資金利子助成
：１件
　利子補給率：1.0％
・農地規模拡大資金利
子助成　：２件
　利子補給率：0.1～
2.0％
・園芸特産重点強化整
備事業利子補給　：１件
　利子補給率：1.4％

・農業経営基盤強化資
金利子補給　：３件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・認定農業者育成利子
補給　：９件
　利子補給率：0.2～
1.025％
・新規就農者促進対策
資金利子補給　３件
　利子補給率：1.0％
・担い手育成農業経営
改善資金利子補給　：１
１件
　利子補給率：1.125～
1.225％
・農業経営規模拡大設
備等取得資金利子補給
：１件
　利子補給率：1.0％

・農業経営基盤強化資
金利子補給　：５件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・農地規模拡大資金利
子補給　：４件
　利子補給率：0.1～
2.0％
・農業経営規模拡大設
備等取得資金利子補給
：３件
　利子補給率：0.740～
2.0％

・農業経営基盤強化資
金利子補給　：２件
　利子補給率：0.64～
0.74％
・農地規模拡大資金利
子補給　：１件
　利子補給率：1.4％
・新規就農者促進対策
資金利子補給　：１件
　利子補給率：0.17％
・担い手育成農業経営
改善資金利子補給　：１
件
　利子補給率：1.125％

・農業経営基盤強化資
金利子補給　：１１件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・農業経営規模拡大設
備等取得利子補給　：２
件
　利子補給率：0.740～
2.0％
・農地規模拡大資金利
子補給　：２件
　利子補給率：0.1～
2.0％
・担い手育成農業経営
改善資金利子補給　：３
件
　利子補給率：0.575～
1.075％

・農業経営基盤強化資
金利子助成　：５件
　利子補給率：0.32～
1.0％
・農地規模拡大資金利
子補給　：２６件
　利子補給率：0.1～
2.0％
・認定農業者育成推進
資金利子補給　：８件（認
定農業者特例農業近代
化資金）
　利子補給率：0.2～
0.5％
・担い手育成農業者経
営改善資金利子補給　：
上期２１件　下期２７件
　利子補給率：1.025～
1.75％

・農地規模拡大資金利
子補給　：１件
　利子補給率：0.3％

　各種制度資金の利
子補給については、
合併時までに調整す
る。ただし、合併前ま
でに決定した利子補
給については、現行
のとおり新市に引き継
ぐものとする。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化に資すると認
められる施設へ資金等
の供給を行うことを目的
とする。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、農業経
営の資本整備の強化、
近代化に資すると認めら
れる施設資金等の供給
を行うことを目的とする。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化 に資すると
認められる施設資金等
の供給を行うことを目的
とする。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化に資すると認
められる施設資金等の
供給を行うことを目的と
する。

　本町農業の中核的担
い手の育成確保を図る
ため予算の範囲内で利
子補給し、それによって
生産環境の整備と農業
経営の安定を図ることを
目的とする。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化に資すると認
められる施設へ資金等
の供給を行うことを目的
とする。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化に資すると認
められる施設資均等の
供給を行うことを目的と
する。

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化に資すると認
められる施設へ資金等
の供給を行うことを目的
とする。

　農協系統資金等に利
子助成、補給を行い本
町の集落生産活動の中
心的役割を担う中核的
担い手農家の経営改善
を支援することにより、生
産環境の整備と農業経
営の安定に資することを
目的として実施するもの

　農協系統資金等に利
子補給を行い、資金を農
業部門に還流させ、農業
経営の資本整備の強
化、近代化に資すると認
められる施設へ資金等
の供給を行うことを目的
とする。

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名

専門部会名　産業部会　　分科会　農林・農業委員会分科会　№-3

　①利用状況及び利子補給率

　②目的

６．制度資金の利子補給



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 調整（案）

平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年 平成１３年

平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度

・家畜伝染病予防事業
委託契約
・家畜防疫（畜舎消毒）
事業

・豚ｵｰｴｽｷｰ病抗体検査
助成事業
・各種予防接種事業
　①豚三種混合予防接
種
　②牛アカバネ病予防接
種

・家畜伝染病予防事業
委託契約
・各種予防接種事業
　①豚三種混合予防接
種
　②牛アカバネ病予防接
種

・家畜防疫（畜舎消毒）
事業

・牛炭そ病予防接種
・畜舎消毒事業
･家畜防疫助成事業

・牛アカバネ予防接種
・牛炭痘病予防接種
・結核・ブルセラ・ヨーネ
検査
・豚三種混合予防接種
・豚オーエスキー病抗体
検査

・牛アカバネ予防接種
・牛妊娠鑑定事業

・牛アカバネ予防接種
・牛炭痘病予防接種
・結核・ブルセラ検査

・各種予防接種の実施、
畜舎消毒等
・牛アカバネ予防接種
・牛炭痘病予防接種
・結核・ブルセラ・ヨーネ
検査

・栗原農業共済組合によ
る畜舎消毒事業
・アカバネ予防接種
・結核・ブルセラ・ヨーネ
検査　（助成なし）

１．築館町有機肥料セン
ター

１．資源リサイクル畜産環
境整備事業（国庫補助
事業）

1．栗駒町堆肥処理施設
・資源リサイクル畜産環
境総合整備事業

１．栗駒高原地区資源リ
サイクル畜産環境整備
事業

1．家畜ふん尿処理施設
（分散型施設）

１．栗原東部地区資源リ
サイクル畜産環境整備
事業

１．栗原西部地区畜産基
盤再編総合整備事業

１．資源リサイクル畜産環
境整備事業
・金成町有機センター建
設事業

１．資源リサイクル畜産環
境整備事業

１．家畜排せつ物処理施
設機能強化補助事業

２．家畜排せつ物処理施
設機能強化事業（県単
独補助事業）

２.畜産基盤再編総合整
備事業

２．自己対応農家に対
し、施設整備に助成検
討中

２．畜産環境整備リース
事業補助金

２．自己対応農家に対
し、施設整備に助成検
討中

２．志波姫町家畜排せつ
物処理施設機能強化事
業

３．家畜排泄物処理施設
（堆肥舎）整備資金利子
補給事業

　築館町優良肉用牛導
入貸付基金事業

　優良肉用牛導入基金
事業

　栗駒町優良繁殖牛導
入事業

　一迫町優良繁殖牛導
入基金
・優良繁殖雌牛導入貸
付事業

　瀬峰町優良肉用牛飼
育事業

　鶯沢町優良肉用牛導
入貸付基金事業

　優良雌牛導入促進事
業への補助

　優良肉用牛導入貸付
基金事業

　村有肉用牛の貸付及
び譲渡事業（貸付頭数５
頭まで）

 高齢者等牛飼奨励対策
事業

　高齢者等牛飼奨励対
策事業（基金）

　老人等牛飼奨励対策
事業

　高齢者等肉用牛飼育
事業

　一迫町老人等牛飼い
奨励対策事業（繁殖雌
牛を貸し付け事業）

　瀬峰町高齢者等肉用
牛飼育事業

　鶯沢町老人等牛飼奨
励事業

高齢者等肉用牛飼育事
業

　高齢者等肉用牛飼育
事業

　生産振興総合対策事
業の高齢者等肉用牛飼
育事業

　優良肉用牛基礎雌保
留奨励事業

　優良子牛導入助成事
業

　栗駒高原牛保留対策
事業

　優良雌牛保留事業 　優良雌牛保留事業 　優良雌牛保留事業(町
＋和牛改良組合)

　優良子牛保留対策事
業

　肥育素牛町内保留事
業

　町内産肥育素牛導入
事業

　繁殖優良肉用牛、乳用
牛購入並びに保留補助
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

　肉用牛の牛海綿状脳
症(BSE)に伴う対策（特
別対策）資金利子補給
事業

1.事業目的
　家畜の一般診療、家畜
防疫、管理指導をし畜産
農家の育成及び経営の
安定に資する。
14年度実績
 診療件数 　３，２６３件
 診療手数料
　　１８，７５６，０００円
15年度予算
　　　３，８０５，０００円

 ４)診療事務

　③子牛導入・保留事業

　④ＢＳＥ関連利子補給事業

 ２）畜産環境保全事業

 ３)家畜導入等対策事業

８．畜産振興施策及び関連事
業

７．酪農・肉用牛生産近代化計
画

　①策定状況

　①実施状況

専門部会名　産業部会　　分科会　農林・農業委員会分科会　№-4

参　　　　考　　　　事　　　　項

 １)家畜防疫対策事業
 畜産振興施策及び
各種関連事業につい
ては、現行のとおり新
市に引き継ぎ、新市
において調整するも
のとする。

　②目標年次

　酪農・肉用牛生産
近代化計画について
は、現行のとおり新市
に引き継ぎ、新市に
おいて新たな計画を
策定する。

項　　　　目　　　　名

　①事業名

　②高齢者（老人）等牛飼事業

　①家畜導入事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 調整（案）

　築館町森林整備計画
　（計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　若柳町森林整備計画
　（計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　栗駒町森林整備計画
  （計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　高清水町森林整備計
画
   （計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　一迫町森林整備計画
　（計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　瀬峰町森林整備計画
   （計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　鶯沢町森林整備計画
   （計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　金成町森林整備計画
   （計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

 志波姫町森林整備計画
　（計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日）

　花山村森林整備計画
　（計画期間：平成１１年
４月１日～平成２１年３月
３１日)

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき、町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき、町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき、町
が認定する
３）認定状況
　　・４団地
　　・総面積１，１７１ha

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき、町
が認定する
３）認定状況
　　・７団地
　　・総面積１，７６９.29ha

１）計画主体
　　・所有者
２）認定方法
　　・森林法に基づき、町
が認定する
３）認定状況
　　・なし

１)計画主体
　　・所有者
２)森林法に基づき、村が
認定する
３)認定状況
　　・草木沢団地　７人
総面積７５．２７ｈａ
　　・本沢団地　　 ５人
総面積４３．９７ｈａ
４)計画期間
　　(平成１５年２月１日～
平成２０年１月３１日)

　森林育成事業

・森林環境保全整備事
業
 ・資源循環林整備事業
　・流域循環資源林整備
事業

・公団造林事業
　保護管理（境界標埋
設）事業

・村有林の維持管理
　・森林居住環境整備事
業

 ・機能回復整備事業
　・保全松林緊急保護整
備事業

・みやぎの豊かな森林づ
くり支援事業
　作業道開設：幅員２．０
ｍ．延長２００ｍ

・森林居住環境整備事
業
 ・フォレスト・コミュニティ
総合整備事業

・緊急地域雇用創出特
別基金事業
　・村有林の除間伐

・森林環境保全整備事
業
　・私有林の造林計画

・村有林の緑資源公団
関係
　・維持管理

・村有林の分収造林契
約

　該当なし 　該当なし ・敷砂利を施し通行の確
保。
・間伐材を利用した横断
溝の設置。
・道路沿線の草刈り。
・道路側溝の清掃。

　該当なし ・普通林道　大谷地線林
道改築
延長＝１，８００ｍ

　該当なし 　該当なし ・道路沿線の草刈り。
・側溝さらえ。
・軽微な廃土作業を実
施。

　該当なし ・Ｈ１３～１７年　森林居
住環境整備事業

・林道３路線
　　総延長５,０６７ｍ

・林道３２路線
　　総延長６６,９０３ｍ

・普通林道　１７路線
　　延長２６，３８７ｍ

・林道２８路線
　　総延長２６,８９８ｍ
・路線毎に総括票・経過
票・１／25,000の地図

・林道8路線
　　総延長１２,０６４ｍ
・作業道2路線
　　総延長３,９４４ｍ

・林道１５路線
　総延長：３４,３７５m
　改良率：65.1％
　舗装率：48.0％

　②林道整備事業

　　ア）整備状況

　　イ）管理状況

10．林業施策及び関連事
業

　　ア）実施状況

９．町村森林整備計画

項　　　　目　　　　名

　②施業計画認定

　①造林事業

参　　　　考　　　　事　　　　項

　森林整備計画につ
いては、現行のとおり
新市に引き継ぎ、新
市において新たな計
画を策定する。

　林業振興施策及び
各種関連事業につい
ては、現行のとおり新
市に引き継ぎ、新市
において調整するも
のとする。

　①策定状況

 1)造林・林道整備事業

専門部会名　産業部会　　分科会　農林・農業委員会分科会　№-5



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 調整（案）

・築館町松くい虫地区実
施計画
・平成１４年４月１日～平
成１９年３月３１日
　　２,８００,０００円

・若柳町松くい虫被害対
策自主事業計画
・平成１４年４月１日～平
成１９年３月３１日
　　１,３００,０００円

　毎年10月、1月の県へ
の定期報告時に被害木
の調査を行う。それに基
づき、伐倒駆除、衛生伐
にて事業を行う。
  又、館山公園内にある
３０本程度の景観用松に
ついては樹幹注入により
保全しており、今後も継
続して薬剤の注入を行っ
ていく。 ２,５００,０００円

　森林病害虫防除事業
衛生伐　１,５００,０００円
地上散布　 ８００,０００円
桜テングス病防除事業
　　　　　　　１００,０００円
町有林除間伐業務
　　　　　　　２００,０００円

１）地上散布（奨励）
　８．５７ha
　防除経費 ８６０,０００円
２）伐倒駆除（奨励）
　２０㎥
　防除経費 ４６４,０００円

　松くい虫抜倒駆除を実
施

　・平成１５年度
　　衛生伐　７３１,０００円

　森林病害虫防除事業
・衛生伐 １,０００,０００円

　森林病害虫防除事業
  ・６,３４０,０００円

松くい虫防除
平成１５年度計画
　①材積　４５．００㎡
　②方法　伐倒駆除
　　　　　１,１００,０００円

・花山村松くい虫地区実
施計画
・平成１４年４月１日～平
成１９年３月３１日

　平成１４年度実施せず ・駆除実績（H14）
　衛生伐　54.464㎥（215
本）　1,250,000円

　春定期、冬定期（いず
れも衛生伐）
・伐倒駆除　１２４㎥(181
本）　3,339,000円

・平成１４年度実績
①森林病害虫等防除事
業
・地上散布　735,000円
・奨励伐　1,638,000円

実績（Ｈ１４）
１）地上散布（奨励）
　　８．２７ha
　　防除経費 777,000円
２）伐倒駆除（奨励）
　　１７．２８６㎥
　　防除経費 483,000円
３）伐倒駆除（衛生伐）
　　２８．１５９㎥
　　防除経費 840,000円

・平成１４年度実績
　　奨励伐　215,250円
　　衛生伐　456,750円
・焼却と薫蒸

　平成１４年度実施せず 国庫事業
①森林病害虫等防除事
業
・地上散布 557,000円
・衛生伐 3,171,000円
町単独事業
①森林病害虫等防除事
業2,803,500円

平成１４年度実績
　①材積　３６．４０８㎥
　②方法　伐倒駆除
　　　　　　　852,600円

　平成１４年度実施せず

1)薬剤地上散布（いこい
の森）　１２６０千円
2)松くい虫被害防止のた
めの（初期）樹幹注入　６
３千円

　なし 　樹幹注入（平成14年度
に薬効4年物を注入）

　なし 　樹幹注入
　　２０本
　　防除経費 651,000円

　なし（以前は樹幹注入） 　なし 　なし 　なし 　なし

・迫川漁業協同組合
　さけます人口採卵・孵
化・飼育放流事業（２９２
千円）
・伊豆沼漁業協同組合
　うなぎ・こい稚魚放流事
業（７３千円）
　外来魚（ブラックバス）
緊急駆除事業（１００千
円）

 伊豆沼漁業協同組合
　・うなぎ・こい稚魚放流
事業等（８５千円）
　・外来魚（ブラックバス）
緊急駆除事業（１００千
円）

・花山村漁業協同組合
　さくらます・岩魚・山女・
こい稚魚放流事業、河
川環境保全対策事業（１
３５千円）

　内水面漁業振興施
策及び各種関連事業
については、現行の
とおり新市に引き継
ぎ、新市において調
整するものとする。

①築館町有害鳥獣駆除
駆除許可及び飼養登録
等事務取扱要領に則り、
実施
②町民直接、または区長
を通して被害報告を受け
て、現場で被害調査を行
う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請書を町に提
出

１）若柳町有害鳥獣駆除
許可事務取扱要領に則
り実施
２）毎年度初め、駆除隊
員との打ち合わせを行
い、予察駆除の実施時
期を検討（予察年3回実
施：春2回、秋1回）
３）若柳町農作物有害鳥
獣対策協議会から駆除
隊に依頼し、駆除隊は依
頼を受けて町に駆除許
可申請書を提出する。

①宮城県有害鳥獣駆除
実施要領に則り、実施
②町民の方々から直接、
または区長を通して被害
報告を受け、駆除依頼
書を提出していただく
③有害鳥獣隊に依頼し
捕獲申請書提出してい
ただく

①宮城県有害鳥獣駆除
実施要領に則り、実施
②町民の方々から直接、
または区長を通して被害
報告を受けて、現場で被
害調査を行う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請書を町に提
出

①宮城県有害鳥獣駆除
実施要領に則り、実施
②町民の方々から直接、
または区長を通して被害
報告を受けて、現場で被
害調査を行う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請書を町に提
出

①宮城県有害鳥獣駆除
実施要領に則り、実施
②町民の方々から直接、
または区長を通して被害
報告を受けて、現場で被
害調査を行う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請書を町に提
出

①宮城県有害鳥獣駆除
実施要領に則り、実施
②町民又は行政区長を
通じて被害報告を受け
て、現場で被害調査を行
う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請を県又は町
(鳥獣の種類によって異
なる）に提出する。

①有害鳥獣駆除実施要
領に則り実施
②町民の方々から直接、
または区長を通して被害
報告を受けて、現場で被
害調査を行う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請書を町に提
出

①鳥獣保護及び狩猟の
適正化に関する法律に
依り、実施

①宮城県有害鳥獣実施
要領に則り、実施
②村民の方々から直接、
又は区長を通して被害
報告を受け、現場で被
害確認を行う
③有害鳥獣による被害
が確認された場合は、鳥
獣駆除申請書を村に提
出

①町長の許可を受けて、
駆除を築館町農作物有
害鳥獣対策協議会に許
可書を交付する。
　平成１４年度該当なし

１）申請を受け、町長権
限で許可証を交付する。
　　（H14：隊員12名、延
36件の許可）

①町長の許可を受けて、
駆除隊に鳥獣捕獲許可
証を交付する（町長権
限）

①町長の許可を受けて、
駆除を猟友会に鳥獣捕
獲許可証を交付する、平
成１４年度　１件（町長権
限）

①町長の許可を受けて、
有害鳥獣駆除隊（猟友
会）に鳥獣捕獲許可証を
交付する
　平成１４年度　２件（各２
５名）　（町長権限）

①町長の許可を受けて、
駆除を猟友会に鳥獣捕
獲許可証を交付する、平
成１４年度　８件（町長権
限）

　知事又は町長の許可
を受けて、有害鳥獣駆除
隊に鳥獣捕獲許可証を
交付する。

①町長の許可を受けて、
駆除を猟友会に鳥獣捕
獲許可証を交付する。
　平成１４年度実績　１件
（町長権限）２４８，０００円

①町長の許可を受けて、
駆除を猟友会に鳥獣捕
獲許可証を交付する。平
成１４年度１件（６名）

①村長の許可を受けて、
駆除を有害駆除隊に鳥
獣許可を交付する。

　②許可状況

11．内水面漁業振興

　①内水面漁業事業
　　　（　）内補助金

　②駆除

　有害鳥獣駆除につ
いては、現行のとおり
新市に引き継ぎ、新
市において調整する
ものとする。

 ２)森林病害虫防除対策

　①申請方法

　①計画

　③予防

12．有害鳥獣駆除

専門部会名　産業部会　　分科会　農林・農業委員会分科会　№-6

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名



協議第３６号 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて 
 
一般職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 
平成１５年１２月１１日 

 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて 
 
１ 合併関係町村の一般職の職員である者については、すべて新市の職員 

として引き継ぐものとする。 
２ 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、適正化に 
努めるものとする。 

３ 職名及び職務内容については、人事管理の適正化の観点から合併時 
までに調整するものとする。 

４ 職員の給与については、適正化の観点から新市において調整するもの 
とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成  年  月  日確認 



条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員 条例定数 実配置人員

１２６ １２２ １３０以内 １０６ １３７ １１７ 　６６ 　５５ 　９０ 　９０ 　７６ 　６６ 　７０ 　５９ 　９７ 　９４ 　７３ 　６４ 　４７ 　３７ 　　９１２ 　　８１０

　　－ ※定数外18 １３１以内 １０１ １１１ 　６７ 　　－ 　　５ 　　－ 　　－ 　　－ 　　５ 　　－ 　　４ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　５ 　　２４２ 　　１８７

    ３     ３ ３以内     ２ 　　２   　２   　３   　２   　１   　１ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　２ 　　　２２ 　　　２０

　　１ 併任
（総務課）

　　１     1 　　１   　1 （併任３） 併任
（総務課）

  　１   　1 （併任３） 併任
（総務課）

　　１ 　　１ 　　１ 併任
（総務課）

　　１ 併任
（総務課）

　　１ 　　１ 　　　　８ 　　　　５

（併任３） 併任
（議会事務局）

　　１     １ 　　１   　１ （併任３） 併任
（議会事務局）

  　１   　１ （併任２） 併任
（議会事務局）

　　－ 併任
（議会事務局）

　　１ 　　１ 　　１ 併任
（議会事務局）

　　－ 併任
（議会事務局）

　　　　５ 　　　　４

　４４ 　４１ 　５３ 　３７ 　６２ 　４８ 　１４ 　１０ 　２４ 　２０ 　２０ 　１９ 　１４ 　　９ 　２７ 　１９ 　３４ 　２７ 　　９ 　　９ 　　３０１ 　　２３９

　１０ 　　８
(特会３）

１３人以内     ９
（派遣２）

　１０   　６
(特会５）

　　２
（特会４）

　　２
（特会４）

　　３ 　　３ 　　　３８ 　　　２８

　　４ 　　３   ９人以内     ４   　５   　４   　２   　１   　３   　２ 　　２ 　　２ 　　１ 　　1 　 ４ 　　３ 　　４ 　　３ 　　１ 　　１ 　　　３５ 　　　２４

１８８ １７７ ３４１ ２６１ ３２９ ２４６ 　８５ 　７３ １２０ １１５ １０２ 　９６ 　８８ 　７６ １３２ １１９ １１８ 　９９  　６０ 　５５ １，５６３ １，３１７

職員の給与事務・職員定数一般職の職員の身分の取扱い

金成町

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名(総務部会） 分科会(人事分科会） №-1

関　係　項　目

４　職員の給与については、適正化の観点から新市において調整するものとする。

花山村

１　合併関係町村の一般職の職員である者については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。

栗駒町

調整方針・調整内容

（平成１５年１０月１日現在）

２　職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、適正化に努めるものとする。

３　職名及び職務内容については、人事管理の適正化の観点から合併時までに調整するものとする。

鶯沢町

教育委員会事務局職員

議会の事務局職員

１　職員数

志波姫町

協　定　項　目

一迫町高清水町若柳町築館町

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

合　計
区　　分

瀬峰町

農業委員会事務局職員

町長事務部局

選挙管理委員会事務局職
員

水道企業の企業職員

　　　　合　　　計

監査委員会

病院職員



区分 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数 主な職務の級 職員数
課長級 ７．８ 級 １７ ７．８ 級 １４ ７．８ 級 ２０ ７．８ 級 １０ ７．８ 級 １８ ７．８ 級 １１ ７．８ 級 １１ ７．８ 級 １４ ７．８ 級 １６ ７．８ 級 １６
課長補佐級 ５．６ 級 ３８ ５．６ 級 ７２ 5.6.7 級 ６８ ６ 級 １１ ６ 級 ３２ ５．６ 級 ２５ ５．６ 級 ２７ ５．６ 級 ４４ ５．６ 級 １６ ５．６ 級 １１
主任主査級 級 － 級 － 級 － ５ 級 ８ ５ 級 ８ 級 － 級 －  級 － ５．６ 級 ９ 級 －
係長級 ４ 級 ４８ ４ 級 ２８ ４ 級 ５ ５ 級 ６ 級 － 級 － 級 － ４ 級 ５ ４ 級 １６ 級 －
主査級 級 － 級 － 級 － ４ 級 １７ ４ 級 １３ ４ 級 １０ ４ 級 ４ ４ 級 ６ ４ 級 ３ ４ 級 －
主任級 ３．４ 級 ３７ 級 － 級 － 級 － 級 － 級 － 級 －  級 － 級 － 級 －
主事級 １．２ 級 ２７ 1.2.3 級 ３３ 1.2.3 級 ６６ 1.2.3 級 １５ 1.2.3 級 ４２ 1.2.3 級 ３８ 1.2.3 級 ２６ 1.2.3 級 ４４ 1.2.3 級 ２７ 1.2.3 級 １８
主事補級 級 － 級 － 級 － 級 － 級 － 級 － 級 －  級 － １ 級 － 級 －
計 １６７ １４７ １５９ ６７ １１３ ８４ ６８ １１３ ８７ ４５

級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数 級別 職員数
５級 － ５級 ６ ５級 － ５級 － ５級 ２ ５級 － ５級 ３ ５級 － ５級 １２ ５級 －

特４級 － 特４級 － 特４級 １２ 特４級 － 特４級 － 特４級 － 特４級 － 特４級 － 特４級 － 特４級 －
４級 １ ４級 ８ ４級 ５ ４級 － ４級 － ４級 － ４級 １ ４級 ２ ４級 － ４級 －
３級 ７ ３級 １ ３級 ３ ３級 １ ３級 － ３級 ３ ３級 － ３級 ４ ３級 － ３級 ２
２級 ２ ２級 １ ２級 ８ ２級 － ２級 － ２級 ５ ２級 － ２級 － ２級 － ２級 ２
１級 － １級 － １級 － １級 １ １級 － １級 １ １級 １ １級 － １級 － １級 －
計 １０ 計 １６ 計 ２８ 計 ２ 計 ２ 計 ９ 計 ５ 計 ６ 計 １２ 計 ４

４級 － ４級 １ ４級 － ４級 １ ４級 － ４級 －
３級 － ３級 ２ ３級 １ ３級 － ３級 １ ３級 １
２級 ３ ２級 － ２級 － ２級 － ２級 － ２級 －
１級 ４ １級 － １級 － １級 － １級 － １級 －
計 ７ 計 ３ 計 １ 計 １ 計 １ 計 １

６級 － ６級 － ６級 － ６級 － ６級 － ６級 －
５級 ４ ５級 ４ ５級 － ５級 － ５級 － ５級 －
４級 ７ ４級 ２ ４級 － ４級 － ４級 － ４級 －
３級 ４ ３級 ２ ３級 － ３級 － ３級 － ３級 －
２級 ３ ２級 ２ ２級 － ２級 － ２級 － ２級 －
１級 １ １級 － １級 － １級 － １級 － １級 －
計 １９ 計 １０ 計 ０ 計 ０ 計 ０ 計 ０

５級 １ ５級 ３ ５級 － ５級 － ５級 ２ ５級 －
４級 ８ ４級 ２３ ４級 － ４級 － ４級 － ４級 －
３級 ４６ ３級 １９ ３級 － ３級 ２ ３級 － ３級 １
２級 １７ ２級 １ ２級 ３ ２級 １ ２級 － ２級 ４
１級 － １級 － １級 － １級 － １級 － １級 －
計 ７２ 計 ４６ 計 ３ 計 ３ 計 ２ 計 ５

専門部会名(総務部会）　分科会(人事分科会）　 №-2

　　医療職職給料表
　　（三）適用者分

　　医療職職給料表
　　（一）適用者分

　　医療職職給料表
　　（二）適用者分

　　労務職給料表
　　適用者分

 行政職
 給料表
 適用者
 分

主事 主事、技師、教諭

主事、技師、保育士 主事、技師、教諭

主事、保健師、保育士、
技師

主事、技師、教諭

区　　　分

２　職名と職階

職　　　名 職　　　名 職　　　名

主事、技師、保育士、
教諭、保健師、書記、
指導員

主事、技師、保育士、
保健師、幼稚園教諭、
歯科衛生士

主事、技師、教諭、保育
士、保健婦、栄養士、看
護婦、

主事、技師、保健師、栄
養士、教諭

診療放射線技師、栄養
士、臨床検査技師、准看
護師

主事、技師、保育士、
教諭、保健師、看護師
（以下「主事等」とい
う）社会福祉士

職　　　名 職　　　名 職　　　名

主事、技師等、技術員、
業務員

職　　　名 職　　　名 職　　　名

主事、技師等、技術員、
業務員

主事、技師、保育士、
教諭、保健師、書記、
指導員

主事、技師、保育士、
保健師、幼稚園教諭、
歯科衛生士

主事、技師、教諭、保育
士、保健婦、栄養士、看
護婦、学芸員

主事、技師、保健師、栄
養士、教諭

薬剤師、診療放射線技
師、栄養士、臨床検査技
師、看護師

主事等

係長、主任保育士、
主査

主査、技術主査、教諭

主任、主任技師等、
技術員、業務員

主事、技師、保育士、
教諭、保健師、書記、
指導員

主事、技師、保育士、
保健師、幼稚園教諭、
歯科衛生士

主事、技師、教諭、保育
士、保健婦、栄養士、看
護婦、学芸員

主事、技師、保健師、栄
養士、教諭

薬剤師、診療放射線技
師、栄養士、臨床検査技
師、看護師

主事等

課長補佐、主幹、
主任栄養士

課長補佐、主幹、
技術主幹、教諭

係長、主任、主任技師
等、技術員、業務員

係長、主査、技術主査、
保育士、教諭、保健師

係長、主任 係長、主査、技術主査 係長、主査、技術主査、
教諭、保育士、保健婦、
栄養士、看護婦

主査、技術主査、保健
師、栄養士、保育士、教
諭

主査、技術主査、保育
士、栄養士、保健師、教
諭、薬剤師、診療放射線
技師、栄養士、臨床検査

係長、主査、技術主査、
主任保育士、教諭

課長補佐、副参事、
主幹、次長、次長心得、
所長

課長補佐、主任教諭、
主幹、技術主幹

課長補佐、事務長、
所長、次長、主幹

課長補佐、次長、技術副
参事、副参事、室長、主
任保育士、主任保健師、
主任教諭、センタ－所長

主幹、技術主幹 課長補佐、副主幹、係
長、主任主査、主任技術
主査、主任保育士、主任
教諭

班長、主幹、技術主幹、
保育所長、主任教諭、
主任保育士、保健婦長

課長補佐、技術補佐、主
幹、技術主幹、主任保育
士、主任教諭

課長補佐、主幹、技術主
幹、主任保育士、栄養
士、保健師、主任教諭、
教諭、保育士、看護師

課長補佐、副参事、
室長、次長の職務、
主幹の職務、主任教諭

課長、参事 課長、参事、主任教諭

課長補佐、次長、副参事 課長補佐、保育所長、次
長、技術副参事、副参
事、室長、主任保育士、
主任保健師、主任教諭、
センタ－所長

主幹、技術主幹 課長補佐、副主幹、
保育所長

班長、副参事、技術副参
事、保育所長、主任保育
士、保健婦長

課長補佐、技術補佐、主
幹、技術主幹、主任保育
士、主任教諭

課長補佐、副参事、所
長、主幹、主任保育士、
主任教諭

任命権者が指定する課長
補佐、副参事、室長、次
長

総務課長、課長、局長 任命権者が指定する課長
等の職務

課長、局長、館長、参事 課長、参事、局長 課長、室長、局長、
幼稚園長、保育所長、
上席主幹、上席技術主幹、
主幹、参事

課長、局長、主幹 課長、局長、所長、参事 課長、局長、事務長、保
育所長、副参事

課長、局長、室長、
事務長、参事

志波姫町 花山村

総務課長
統括的業務を所轄する課長
及びこれに相当する職務

総務課長等 任命権者が指定する課長
等

町長事務部局の総務課長の
職務、参事
統括的業務を所轄する課長
及びこれに相当する職務

総務課長等 参事、総務課長、総括的
業務を所掌する課長及び
これに相当する職務

町長があらかじめ定める
基準に従い、任命権者が
指定する課長等の職務

職　　　名

一迫町 瀬峰町

任命権者が指定する課長
等の職務

２級

３級

６級

５級

７級

４級

課長、局長、支所長（以
下「課長等」という）

１級

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

８級

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 鶯沢町 金成町



【参考法令】

○【市町村の合併の特例に関する法律】（抜粋）

（職員の身分取り扱い）

第９条　合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際、現にその職に在る合併

　関係市町村の一般職が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するよう措置しな

　ければならない。

２　合併関係市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべて

　に通じて公正に処理しなければならない。

○【地方自治法】（抜粋）

（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員）

第３条　地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。

２　一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

３　特別職は次に掲げる職とする。

（１）　　　就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意による

　　　　　ことを必要とする職

（１）の２　地方開発事業団の理事長、理事及び、監事の職

（１）の３　地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職

（２）　　　法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規

　　　　　程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これらに準ずるものを含む。）

　　　　　の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

（３）　　　臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職

（４）　　　地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条

　　　　　例で指定するもの

（５）　　　非常勤の消防団員及び水防団員の職

【参考事例】

○東かがわ市（平成１６年４月１日合併予定）

 　現に引田町、白鳥町及び大内町の一般職の職員である者は、すべて新町の職員として引き継ぐもの

とする。　

　　１　職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、適正化に努めるものとする。

　  ２　職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。

　　３　職階については、合併時に職名と共に級分類を調整し、統一を図る。

　　４　職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員については、現給を保障し、合

　　　併後速やかに給料の格差是正を行う。

○郡上市（平成１７年４月１日合併予定）

　　１　八幡町、大和町、白鳥町、宮鷹村、美並村、明宝村及び和良村の一般職の職員については、

　　　市町村の合併の特例に関する法律第９条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものと

　　　する。

　　２　職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、適正化に努めるものとする。

　　３　職名及び任用については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、

　　　統一を図る。

　　４　職員の給与については、職員の処遇及び給与も適正化の観点から、新市において調整し、統一

　　　を図る。




